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大 学 の 概 要

（１）現 況

①大学名

浜松医科大学

②所在地

静岡県浜松市

③役員の状況

学長 寺 尾 俊 彦

理事 ４名（非常勤１名を含む）

監事 ２名（ 〃 ）

④学部等の構成

医学部

医学科

看護学科

医学系研究科

光先端医学専攻

高次機能医学専攻

病態医学専攻

予防・防御医学専攻

看護学専攻

⑤学生数及び教職員数

学生数 １，０２７ 人

学部学生 ８７５ 人

修士課程 ２８ 人

博士課程 １２４ 人

職員数 ９２０ 人

教員 ２８３ 人

職員 ６３７ 人

浜松医科大学

（２）大学の基本的な目標等

建学の理念「第１に優れた臨床医と独創力に富む研究者を養成し、第２に独創的研究

並びに新しい医療技術の開発を推進し、第３に患者第一主義の診療を実践して地域医療

の中心的役割を果たし、以て人類の健康と福祉に貢献する 」を踏まえ、特に以下の事。

項について重点的に取り組む。

①人間性豊かな、生涯にわたって自ら学び、国際的に活躍できる医療人の育成に努力す

る。

②先端的・学際的領域の基礎研究・臨床研究において、産学官連携を推進し、国際的

に高い水準の研究機関となることを目指す。

③地域社会の医療、教育、文化のニーズに応じて貢献し、高度先進医療等の病院機能

の強化に努める。

④光医学を中心とした教育・研究・診療活動を推進し、独創的な機関を目指す。

⑤近隣の国立大学法人との統合再編について引き続き検討を進める。
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浜松医科大学
全 体 的 な 状 況

採用された。光の研究に優れた実績を持つ浜松ホトニクス(株)との包括的提携の取１．法人の各事業年度の業務の実施状況の総括
り組みも進めた。光の医学応用に関しては多数の研究講座や施設が参加し、分担研

平成16年度は法人化後の初年度に当たる。従って未経験なことが多く、年度当初 究を行った。大学院改組により光先端医学研究の専攻を設け、大学院生を集めた。
には計画した業務が実施可能かどうか不安であった。しかし、幸い各目標は概ね達 その他プロジェクト研究を学内公募し、研究費の重点的配分を行った。
成され、経営面でも予想以上に効果を挙げることができたと考えている。

(３）医療に関する目標と実施状況本学は、(1）教育：優れた医師・看護師の養成、(2）研究：独創的研究・新しい
医療技術の開発、(3）医療：患者第一主義の医療の実践、地域医療の中核的役割、 地域医療の中核として患者中心の安全かつ良質な医療を提供することが使命であ
を建学の理念として設立され、これに加えて、(4）産学連携・社会貢献を推進する る。病院長が職員と対話する機会を多く持ち、職員の意識改革を図った。
ことを目標としてきたが、法人化後もこれらの理念に変わりはない。その実施状況 また、効率的運営を図るため組織の改組を行うとともに、経営改善に繋がる種々
は以下のとおりである。 の方策を実施し、その結果は増収・経費削減に繋がった。安全な医療の遂行、労働

、 、 。基準法の遵守等の観点から人員配置 雇用関係を見直し 経営の改善にも繋がった
、 。(１)教育に関する目標と実施状況 病院収入は11,121,000千円であり 平成15年度に比して281,000千円の増収となった

学部教育に関して、 開放型病床の設置について近隣の医師会等関係団体と協議し、平成17年４月から
① 医学あるいは看護学に関する基礎的知識、技術の習得及び問題解決能力と自学自 開始することにした。その開始に備えて患者支援室を設置し、病診連携の促進を図
習の態度・習慣の育成 ったところ、患者紹介率が著明に上昇した。
② 医療人として好ましい人間性の育成、特に医療倫理教育の実施 「臨床研修センター」を設置し、静岡県内の病院、診療所、保健所、介護老人保

、 、 、を重点的な目標として設定した。 健施設などと協力して研修システムを作り 平成16年度 60名の研修医を受け入れ
前者の目標に対しては、PBLチュートリアル教育を中心とした教育改革を 研修を開始した。行った。

後者では、入学直後の福祉施設体験学習、新入生合宿研修から、医学科学生と看護 静岡県下自治体病院からの医師派遣要請に関して各市町村長と協議し、全学的レ
学科学生が共に学ぶ多職種間学習による医療倫理学習を開始し 更に従来からの 医 ベルで調整し、可能な限り要請に応えた。また、県医療対策等協議会に学長が委員、 「
学概論Ⅰ、Ⅱ」に加えて、医療倫理の問題をPBL形式で学ぶ「医学概論Ⅲ」を新設す として参加し、全県的な解決策を協議した。なお、静岡県の医師数（平成14年）は
るなど、各学年を通して倫理教育を行うことにした。また、医学科のPBLチュートリ 人口10万人あたり170.8人(全国平均は206.1人)で全国42位と低いのが現状であり、
アル教育では、医療倫理的課題や行動的問題をできるだけ多く提示し、教育効果を 本学設立の頃の医師数（昭和50年）の93.3人(全国平均は118.4人)、全国41位と順位
高めるよう努力した。更に、救急対応のプライマリーケア教育を重点的に行うとと は変わってはいない。現在までの本学卒業生約2,500名の半数以上が静岡県の地域医
もに、コアカリキュラムの導入、クリニカル・クラークシップ型の臨床教育の充実 療に従事しているが、今後さらに静岡県への定着率を高める必要がある。
を図った。これらは計画通り実施できたと評価している。 平成16年4月に（財）日本医療機能評価機構の認定を得た。
大学院教育に関しては、

(４）社会貢献・産学連携に関する目標と実施状況① 高度の専門的知識・技術の習得
② 自立して学問を探究する研究者、又は高度専門職業人の育成 産学連携を、研究推進企画室のリーダーシップのもとに全学的に展開した。知財
を目的とする教育課程を編成することを目標とした。 活用推進本部を作り、発明の届け出の受理、発明内容を評価し、その帰属を決定し
そのため医学系研究科博士課程の改組を行った。近年の急速な医学研究の学際化 た。国内特許出願件数が22件あり、権利化した特許は１件であった。個人帰属とな

の進展に対応するとともに、本学の特徴である光先端医学を他の関連領域と有機的 っていた発明のうち、本法人に権利譲渡を受けた特許は９件であった。これらはSTL
に連携させ、教育研究内容をより一層明確化、重点化するため、従来の形態系、生 OやJSTへの委託を通して、技術移転の方向を探った。また、金融機関との提携や、
理系、生化系、生態系の４専攻を光先端医学、高次機能医学、病態医学、予防・防 商工会議所を介した医工連携活動を展開した。
御医学に改組した。また、大学院設置基準第14条特例による社会人受け入れの準備 外部資金の導入は、受託研究・民間等との共同研究費571,000千円、奨学寄附金
を行った。平成17年４月現在の博士課程在籍者数は132人（定員120人）である。 437,000千円、科学研究費補助金262,000千円、COE補助金97,000千円、以上合計
看護学科では修士課程の「指導内容冊子」16年度版を作成し、これを参考にして 1,367,000千円であり、平成15年度に比べ96,000千円増加した。

個々の大学院生の研究テーマを設定し、研究指導、教育を行った。専門看護師養成 医療行政への協力や連携、地方公共団体の各種委員会への参画、各種の社会活動
課程を設置し、研究に加え高度専門職業人養成の体制を整えた。大学院修士課程に （静岡新聞社との共催による市民公開講座や各種講演会、相談会など）を行った。
第14条特例を導入し、12名が入学することになった。 看護学科では行政と連携した各種活動を行った。

国際交流に関しては、これまでの韓国、中国、ドイツの5大学の学術交流協定に加
え、バングラデシュの３大学、ポーランドの１大学、中国の１大学と新たに締結し(２）研究に関する目標と実施状況

「光の医学応用」に関する研究は本学の特色ある研究のひとつであり、この推進 た。開学30周年を記念して学術交流協定校の学長及び担当者を招聘し、学術交流の
・発展は 本学の重要課題である この研究目標に沿った研究が計画通り実施され 進め方について協議した。韓国慶北大学校医科大学との第３回日韓合同シンポジウ、 。 、
多くの成果を得ることができた。 ムを開催し、約30名の医師らが本学を訪れた。また、平成16年度には、海外から学
本学において既に進行中のCOE事業「メディカル・ホトニクス～こころとからだの 部留学生２名、大学院博士課程留学生８名、研究生２名、特別聴講学生２名（アメ

異常を探る～ 、並びに知的クラスター創成事業（浜松オプトロニクスクラスター） リカ合衆国等 、特別研究学生１名、世界医学生連盟のプログラムに基づく交換留学」 ）
「医療用イメージングシステム開発」は当初の計画通り実施された。いずれも平成 生１名及び客員研究員17名を受け入れた。海外での臨床実習の単位認定制度を整備
17年に評価が行われ、共に高い評価を得た。文科省特別教育研究経費では、光イメ し、学術交流協定校へ特別聴講学生５名を派遣（医学科学生の短期臨床実習）を含
ージングによる血管内観察とフォトアクティブドラッグによる創薬連携の２件が め、医学科学生９名の海外臨床実習の単位を認定した。
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浜松医科大学

２．法人の状況等
⑥ 施設マネジメントの確立
施設の有効活用、教育研究スペースの適正化の観点から、施設マネジメント専門(1)学長のリーダーシップの下、機動的・戦略的な大学運営を目指した取り組み

委員会において、施設の利用状況調査をアンケート方式から実地調査方式（委員と① 戦略的大学運営
法人化と同時に７つの企画室 経営 研究推進 教育 調査・労務 情報・広報 施設課職員による現場確認）に変更し実施した。また、重点的に選択した基礎研究（ 、 、 、 、 、

病院運営、総務）を設置、４名の理事及び３名の副学長にそれぞれの大学運営の重 グループ(３グループ)に研究スペースの貸与を行った。
⑦ 安全管理体制の徹底と危機管理への対応策要なテーマの分担、企画立案を行わせるとともに、各室長に予算執行の権限を与え

た。法人のニーズに応じた予算執行が可能となったことにより、従来の予算科目に 評価・労務・安全管理担当理事を委員長とする安全衛生委員会を組織し、財務・
捉われることなく、新たな予算配分が行えた。具体的には、各企画室が立案した事 病院担当理事、産業医、安全衛生責任者、衛生管理者、施設課職員から構成される
業計画に対してヒアリングを実施し、学長のリーダーシップのもと、各経費の見直 11名の委員が職員の健康管理・安全確保のための管理体制について検討した。衛生
し、経費節減等のコスト意識の徹底を図り、計画的な予算執行を行った。また、各 管理者については、きめ細かく巡視点検するため、法定必要人員（４名）を大きく
事業の節約により生じた余剰金を、従来投資が不十分であった教育・厚生関係設備 上回る21名を選任した。衛生管理者は、週１回各職域をきめ細かに巡視して、問題
に充当した。従来各種委員会で検討していた事項を企画室が集約して担当すること 点があれば改善指導を行っている。また、評価・労務・安全管理担当理事、財務・
により委員会の削減を図り、教職員の負担を軽減した。 病院担当理事らが数回巡視に同行して直接現場確認し、指導をした。また 「安全衛、

生管理に関する講習会」を開催し､安全衛生管理に関して職員及び学生の認識と喚起② 人的資源の活用と経営の改善
効率的運営を図るため組織の改組を行うとともに、経営改善に繋がる種々の方策 を促した。

、 。を実施、その結果は増収・経費削減に繋がった。 災害に対する訓練を定期的に行うとともに 災害時シミュレーションを実施した
安全な医療の遂行、労働基準法の遵守等の観点から人員配置、雇用関係の見直し 各建物の耐震補強のための緊急度ランク付けを行い、建物耐震改修計画書として

を行い、経営の改善にも繋がった。法人化前から懸案であった非常勤の看護師を常 まとめ、緊急度の高い建物の予算を確保した。
勤化 (約40名)することにより、安定した2：1看護、夜間15：1看護が可能となった 病院における安全対策に関してマニュアルを見直し、医療事故発生時の事故対応

。 、 、(34,440千円増収)。パート職員(６時間労働)と非常勤職員(８時間労働)の数を見直 チャートを改訂した インシデントレポートによる報告内容は 注射・点滴578件(31%)
し、効率的な雇用を推進した(約600千円削減)。また、リハビリテーション部の理学 転倒・転落519件(27%)であり、平成15年度の点滴658件、転倒転落527件より減少し
療法士(PT)を１名増員し、患者増に対応した(10,070千円増収)。 た。薬剤部の調剤ミス防止に努力し、効果を得た。他大学病院相互チェックを実施
任期制を広く導入（助手は全員、助教授・講師は一部）し、任期満了となる教員 した。

の再任審査を行い教員の流動化、活性化を図った。
(２) 国民や社会に対する説明責任を重視した社会に開かれた大学運営を目指した臨床系医師を除く教員への裁量労働制を導入した。救急部などの勤務体制におい
取り組みて変形労働制を採用した。

③ 業務運営の効率化 ① 外部の有識者の活用
人事課を設置し、労務管理を充実させた。病院管理室を設置し、予算執行の一元 学外理事の浜松ホトニクス(株)会長晝馬輝夫氏が毎週定期的に来学、教職員と経

。 （ （ ）化、物流の管理などを合理化した。 営や産学連携及び研究に関しての相談に応じている 常勤監事の前川勲氏 前 株
業務の実態調査を行い、外部委託可能な業務を抽出した。事務合理化を図るため デンソー専務取締役）及び非常勤監事の川田隆資氏（前松下電器産業（株）取締役

事務局業務分析・改善ワーキング・グループを設置し、検討を開始した。 副社長）には、役員会、経営協議会等において経営の視点、安全管理の視点などか
ら適切な助言を頂いている。④ 財務内容の改善・充実

各企画室において従来の予算を見直し、財務内容の改善を図った。契約条件の見 経営協議会の学外委員には、医学・医療の分野から静岡県医師会長岡田幹夫氏、
直し、節約の徹底、新規事業の開始、外部資金導入の推進等で財務内容の改善を図 文部行政経験者として(財)放送大学教育振興会長(元文部事務次官)佐野文一郎氏、

、った。 産業界からは(株)豊田自動織機取締役名誉会長(医療法人豊田会理事長)豊田芳年氏
外来駐車場・職員駐車場の駐車料金を大学法人の自己収入とし、約52,900千円の 学識経験者として岡崎国立共同研究機構生理学研究所(現大学共同利用機関法人自然

収入を得た。また、職員宿舎の使用者の範囲拡大（研修医等への貸与）により、入 科学研究機構)名誉教授濱 清氏、看護学教育の分野からは三重県立看護大学長(現
居率が77％（平成16年3月）から11％向上し、約3,700千円の増収を得た。省エネル 京都橘大学看護学部長)前原澄子氏といずれも斯界を代表する５名の方が就任し、法
ギー推進専門部会を設置し、節約について検討するとともに、職員に対して啓発活 人経営に参画頂いている。また、医の倫理委員会、ヒトゲノム遺伝子解析委員会、
動を行った。その結果、大学全体のエネルギー使用量は昨年度と比較し、夏の猛暑 組替えDNA安全委員会、バイオセーフティ委員会、治験審査委員会、動物実験倫理委
による影響が大かったものの、年間としてわずか0.3％の増に止めることができた。 員会等の委員会にも学外委員の参加を得るとともに、顧問弁護士と契約し、法律問
研究推進企画室において、科学研究費補助金の応募資格の見直しを行い、申請者 題に関し適宜助言を受けている。

② 監査機能の充実の増加を図った。応募件数の増加を促した結果、新規申請件数は300件となり、応募
資格の見直しによる増加分も含み、前年度の217件を大幅に上回った。 監査は内部監査、監事による業務並びに会計監査、会計監査人による会計検査の

３種の方法で行われた。⑤ 教育研究組織の見直し
③ 情報公開従来医学科と別組織であった一般教育等を大講座化し 「総合人間科学講座」とし、

て医学科基礎講座に編入し、また医学科の解剖学２講座を１講座に、衛生学、公衆 個人情報保護法施行へ対応するため、学内説明会の開催やファイルの点検等準備
衛生学の２講座を健康社会医学１講座に、平成17年度から改組することとした。大 を行ったほか、ホームページを刷新し、英文の紹介も取り入れた。
学院博士課程の４専攻を改組し、現在の先端的研究課題に取り組む姿勢を明確にし
た。
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項 目 別 の 状 況

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

【学士課程】
医学又は看護学に関する専門的な知識及び技術を身につけた臨床医又は看護専門職を養成す中
る。
豊かな教養と人間性を身につけた医療従事者を養成する｡期
学士課程における教育の成果・効果の向上・充実を図る。

目
【大学院課程】
医学又は看護学に関する高度の専門的な知識及び技術を身につけた臨床医及び医学研究者又は標
看護専門職及び看護学研究者を養成する。
大学院課程における教育の成果・効果の向上・充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

医学又は看護学に関する課題探 医学科ではPBLチュートリアル教 ・ 平成15年度後学期からPBLチュートリアル導入カリキュラムによる臨床実
求能力、問題解決能力、生涯に 育を学年進行に伴って推進する。 習前専門教育に入った新３年次生は当初予定したカリキュラムにより、基
わたって学問を探究する研究 礎・社会医学と臨床医学の一部を計6つのユニットで履修した。
心、自己評価能力及び自立的に ・ 新２年次生に関しては、前年度のカリキュラムの検証に基づいて以下の
行動する態度・習慣を育成す 改正を行った。
る。このため、医学科において ①ユニット１（解剖、分子基礎医学）の一部（週２コマ分）を２年次前学
は、浜松医科大学方式のPBLチ 期に移した。
ュートリアル教育の構築とその ②ユニット２（生化、生理）の週数を１週増やし、かつユニット２の成績
実施を推進し、看護学科におい は２年次から３年次への移行判定に加えないこととした。
ては教育内容の精選とPBL教育 ③病理、放射線を取り扱うユニットは基礎・社会医学のユニットの最後に
を全体の ％以上とする。 置くことにした。30

・ 前年度と同様に、各PBLチュートリアルのシナリオ面に学生とチューター
の双方から意見、評価を聴取し、進行中のPBLチュートリアルの検証を行っ
た。その過程で、基礎医学のPBL導入カリキュラムのあり方が大きな問題と
なり、議論の結果平成17年度入学生からは、解剖学と分子基礎医学及び病
理学の一部（各論）を除く基礎・社会医学を25週に及ぶ大ユニット（ユニ
ット２）で学ぶこととした。

医学科のPBLチュートリアル教育 ・ 提出された全てのシナリオをPBLチュートリアル推進部会で検討した上
においては、実施にあたって、 で、シナリオ毎に各一人の部会員が相談役となり厳選されたシナリオの作
（１）コアカリキュラムに基づく 成に努めた。その上で各PBL終了時に学生にシナリオ評価及びチューター評
厳選された課題の作成に努めるこ 価を求め、更なる改正のための糧とした。また、平成18年度からの改正カ
と （２）チューターの確保及び リキュラムにおける基礎・社会医学系大ユニット（ユニット２）で用いら、
養成に努めること （３）PBLチ れるシナリオの半分をPBLチュートリアル部会持ちとし、基礎・社会医学の、
ュートリアルと講義の適正なバラ PBLチュートリアル教育に適したシナリオを探索することとした。
ンスを追及すること また ４ ・ チューター指導部会が５回のFDを開催することにより全専門教育担当教、 、（ ）

。 、実施のための部会に加え、評価部 員へのFDをほぼ終了した 新年度早々には新任教員を対象としてFDを行い
会を設置し、常に結果を検証し、 PBLチュートリアルの学内への更なる浸透とチューター養成に努める予定で
実施のための部会と協議し、柔軟 ある。
な姿勢で改善に努める。本学に最 ・ 平成15年度の経験及び学生の意見等をふまえ、PBLチュートリアルと講義
も合った浜松医大方式のPBLチュ のより適正な配置を目指して、平成17年度から実施する第３年度実施カリ
ートリアル教育の構築を目指す。 キュラムの基礎・社会医学の部分を解剖学、分子基礎医学及び病理学の各

論を除く全ての基礎・社会医学を包含する大ユニットに変更した。
・ 毎月１回部会を開催し、本学に最も合った浜松医大方式のPBLチュートリ
アル教育の構築のため、進行中のPBLチュートリアル導入カリキュラムの検
証及び今後の方針を検討した。

看護学科では、学年進行に伴い新 ・ 低学年からの専門教育（実習）の導入、国際化への対応等の特徴を持つ
カリキュラムの実施を推進すると 積み上げ方式の看護学科新カリキュラムの第２年目を実施するとともに、

浜松医科大学
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ともに検証を開始する。 第３年目実施の準備を行った。また、看護学科教員で構成する看護学教育
、 、検討WGと臨地実習検討WGを立ち上げ それぞれ原則月１回の検討会を行い

、 。新カリキュラムの検証 卒業時看護実践能力の到達目標等の検討を行った

医療従事者としての使命感、責任 新入生オリエンテーション及び医 ・ 新入生オリエンテーション（１泊２日）では、医療の現場における倫理
感及び倫理観を育成する。このた 学科４年次生の臨床前体験学習に に関するテーマについてのグループ討議等により医学科と看護学科の学生
め、医学科においてはチュートリ おいて事例に基づいて医の倫理に が共に学び、臨床前体験学習（医学科第４年次生が対象で68名参加、１泊
アル教育の課題に倫理教育の要素 ついて教育を行う。 ２日）では、医療面接のロールプレイにより患者の気持ちを理解すること
を加えるとともに、３年次に医学 等を通じ、医の倫理について学んだ。
概論Ⅱ（医療倫理 、４年次に医）
学概論Ⅲ（緩和医療、医療の安全
性）を新たに開講する。

人文社会科学及び理数系基礎科学 大部分の学生が医師、看護師にな ・ 医療プロフェッショナリズムの確立を目指して、１年次―２年次前期に
などの幅広い知識を修得させる。 るとの観点から教養教育のあり方 おいて早期医療倫理教育を行い、医学科ではこれをPBLチュートリアル教育
このため、教養教育を担当する組 を検討する。 導入臨床実習前専門教育及びクリニカルクラークシップ導入臨床実習に、
織の整備と該当科目の実施結果の 看護学科ではグループワークによる問題解決型学習等を多く取り入れた積
評価と改善を行う。 み上げ方式新カリキュラムに連絡させている。加えて一般教育科目の会議

において、大部分の学生が医師、看護師になるとの観点からカリキュラム
を検討し、平成17年度から実施するカリキュラムについて、いくつかの科
目を少人数教育に重点を置く科目に変更するとともに、人文・社会系科目
をできるだけ本学の専任教員が担当するよう変更を行った。

国際的なコミュニケーション及び 学部課程の留学生、交換留学生、 ・ 学部課程２名、世界医学生連盟のプログラムに基づく交換留学生１名、
異文化理解に必要な語学力を修得 特別聴講学生等を適切に受け入れ 特別聴講学生２名を受け入れるとともに、海外での臨床実習の単位認定制
させるため、外国語教育の充実を て学部の国際化を図る。併せて外 度を整備し、医学科学生８名の海外臨床実習の単位を認定した。
図るとともに学生の海外派遣を推 国の大学との交流協定の締結を推 ・ バングラデシュの３大学及びポーランド、中国の各１大学と新たに学術
進する。 進する。また、海外の臨床実習の 交流協定を締結した。

情報提供を行い、単位互換を進め
ることにより学生の海外派遣を推
進する。

高度情報技術社会に対応できるコ 情報処理能力を育成するため、情 ・ 看護学科学生に対する情報処理教育の内容を検討し、不足を補うため統
ンピュータ等の情報機器活用能力 報教育の内容を検証し、必要な場 計学演習の補講を実施し、22名が受講した。また、平成17年度から統計学
（情報リテラシー）を育成する。 合補講等を実施する。またカリキ 演習をカリキュラムに追加することを決定した。
このため、修得すべき情報リテラ ュラム改正を検討する。
シー能力の目標を作成し、定期的
に達成度調査を行う。

教育の目的及び目標達成度につい 教育企画室を中心として、学生に ・ 本学における教育及び入試の大局的な検証のため、入学者選抜方法研究
て、専門の作業部会を整備して計 よる授業評価、卒業生に対するア 委員会（入選研）において平成13年度入学生（医学科においては従来のカ
画的に評価を行い、改善策を作成 ンケート調査、卒後臨床研修の指 リキュラムで学習）及び平成14年度、平成15年度入学生（PBLチュートリア
する。 導者による評価、学生の就職先の ル初年度生、第２年度生）の入学後の成績の追跡調査を行った。また、平

意見等必要な調査を行ない、本学 成14年度入学生については、基礎配属終了後アンケート調査を行い、基礎
における教育、入試の大局的な検 配属担当教員に評価を求めた。この３学年を対象とする調査は今後も継続
証を開始する。 し、卒業後は本人に対するアンケート調査、卒後臨床研修の指導者による

評価等を行う予定である。
・ 学生による授業評価としては、各PBL終了時に①課題（シナリオ）は分か
り易く作成されていたか、②課題は十分に具体的で興味を引くものだった
か、③課題はチュートリアル学習時間、グループ討論及び自習時間内に学
習できる程度によくまとめられていたかについての評価を受け、またチュ
ーターに対する評価を受けた。更に対話と書面による意見聴取を各１回行
い、これらを統合してカリキュラム及び教育方法改善のための糧とした。

医学・医療又は看護に関する高度 学生にその研究遂行を通じ、関連 ・ 科学研究費の応募を奨励し、24名の応募（８名採択）があった。
の専門的知識、技術､高い研究能 分野の高度の専門的知識と技術を ・ ８名の大学院生をCOE研究員に採用した。
力、論理的思考を有し、新たな課 習得させ、研究者の育成を図る。 ・ 博士課程教員の手当決定に、研究等の指導項目を加え研究重視を明確に
題に挑戦できる能力を有する医学 した。
研究者及び看護学研究者を育成す
る。このため、博士課程では、研 ボランティアを募って「学内にお ・ 「学内研究発表会推進グループ」を立ち上げ平成16年９月以降、原則と
究を遂行することを通じて関連分 ける研究発表会推進グループ（仮 して毎月１回、計６回の学内研究発表会を実施し、合計12件の研究発表を
野の高度の専門的知識と技術を習 称 」を立ち上げ風通しのよい学 行い、延べ209名の参加者を得た。）
得させるとともに、大学院トレー 内研究環境を構築する。
ニングコースの設置等基礎的なト
レーニングの充実及びCOEと大学
院教育の連携を図る。修士課程で
はCNSコース（専門看護師養成課
程）を設置し、臨床との連携を図
り、既存のコースでは研究重視を
明確にする。

浜松医科大学
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浜松医科大学

国際的な視野を持ち､国際的に活 大学院課程の留学生 交換留学生 ・ 平成16年度大学院博士課程８名（平成15年度４名 、研究生２名の外国、 、 ）
躍できる豊かな知性、教養及び高 特別研究学生、研究生等を積極的 人学生を新たに受け入れるとともに、大学院博士課程部会で留学生増加策
度な専門的能力を修得させる｡こ に受け入れ大学院の活性化及び国 を検討した。これにより平成15年度当初に一旦20名まで落ち込んだ外国人
のため、外国人留学生の積極的な 際化を図る。 研究留学生数（大学院学生と研究生）が30名まで回復した。なお、これ以
受け入れ、外国の大学との交流協 外にも特別研究学生と特別聴講学生各１名が在籍している。
定の締結の推進、学生の海外留学
や海外での研究発表の奨励等を積
極的に行う。

医学研究者、看護学研究者として 医の倫理委員会、ヒトゲノム遺伝 ・ 本学では必要に応じて医の倫理委員会、ヒトゲノム遺伝子解析委員会、
必要な生命倫理観を修得させるた 子解析研究倫理委員会、組替えDN 組替えDNA安全委員会、バイオセーフティ委員会、治験審査委員会、動物実
め、ヘルシンキ宣言に示された倫 A実験安全委員会等への申請方法 験倫理委員会等を立ち上げ、それぞれ審査を行ってきた。医学・看護学研
理規範及び倫理指針にのっとり、 に工夫を加えかつ適切に審査する 究者に必要な生命倫理観を修得させるための一つの方策として、例えばヒ
医の倫理委員会、ヒトゲノム遺伝 ことにより世界医師会による｢ヘ トゲノム遺伝子解析研究の申請の際、倫理指針の該当場所を読まざるを得
子解析研究倫理審査委員会等を通 ルシンキ宣言｣に示された倫理規 ないよう申請書に工夫を加えてきた。加えて、平成16年度には、①各委員
じ研究指導を徹底するとともに、 範及び｢臨床研究に関する倫理指 会の役割・守備範囲、②迅速審査の仕組み作り、③審査内容の見直し、④
学位審査における医の倫理に関し 針｣、｢疫学研究に関する倫理指 書類のフォーマットの統一、⑤各委員会の連絡調整、⑥病理検体の扱い、
て試験の実施を検討する。また、 針｣、｢ヒトゲノム遺伝子解析研究 ⑦看護研究倫理審査組織の立ち上げ、⑧大学と病院の関係等について検討
基礎的なトレーニングコース等を に関する倫理指針｣等にのっとり を開始した。
含め、様々な場面で医の倫理につ 研究指導を行う。
いて教育する。

教育の成果・効果等を個々の大学 教育の成果、効果等を個々の大学 ・ 教育の成果、効果等の検証のため、大学院博士課程部会で大学院博士課
院生の業績 進路を中心に検証し 院生の業績、進路を中心に検証す 程修了学生の学位取得状況、発表論文のインパクトファクターの調査等を、 、
大学院教育に反映させる。 る。 行った。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
【学士課程】
）入学者選抜に関する基本方針1

アドミッション・ポリシーに基づき、入学者選抜方法の工夫・改善を図り、優秀な人材の確保に努中
める。

期
入学者選抜実施体制の整備を図り、公正・公平な試験の実施に努める。

目
、 、本学を志願する者に対し 入学者選抜に係る情報や本学の教育研究の内容等を積極的に情報提供し

進路選択の参考に資するとともに、高等学校との連携を図る。標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

多様な入学者選抜を実施するとと 入学者選抜の実施方法及びその内 ・ 平成14年度から大きく変更した本学の入学者選抜方法について、変更前
もに、入学後の成績・進路等との 容と入学後の成績・進路との関連 と変更後の入学者の、入学後の学業成績等を調査することにより、その有
関連を検証して、入学者選抜方法 等の観点から、その有効性等につ 効性等を検証することとし 「入学者選抜方法研究委員会」を中心に検証、
に工夫・改善を重ね、人間性豊か いての検証を開始する。 を開始した。これまで、①センター試験と個別学力検査等の相関関係、②
で社会に貢献できる優秀な人材の 入試成績と入学後の学業成績の相関関係等について調査を進め、平成17年
確保に努める。 度に中間まとめを行うこととした。

入学者選抜の実施にあたり、全学 全学的な連携協力体制を維持し、 ・ 入学者選抜の実施にあたっては、各選抜方法について、問題作成から試
的な連携協力体制を維持し、公正 公正かつ妥当な方法で入学者選抜 験実施まで学長及び教育担当理事の下に全学的な協力体制を敷き、担当教

。 、 、・公平な試験の実施に万全を期 を実施する。 員が責任者となり企画・点検・実施した また 成績の処理にあたっては
す。 検証のための委員会を置き、正確な成績処理を行った。

本学への入学を志願する者の進路 広報ビデオ及び「大学案内」のリ ・ 「大学案内」を一部リニューアルするとともに、広報用ビデオの内容・
選択に資するため、広報活動の充 ニューアルを検討するとともに、 構成の見直しを検討した。
実を図る。 関係団体等が開催する進路説明会 ・ 静岡県看護協会が主催する進路説明会（県内3箇所）及び民間会社が開催

等の機会も活用し、積極的な広報 する進学相談会に参加し、広報活動を積極的に進めた。
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活動の展開を図る。

入学者選抜、進路指導等に係る相 大学説明会を開催し、本学の入学 ・ 大学説明会を開催し、約400人が参加（平成15年度約300人）した。
互理解を深めるため、授業開放、 者選抜方法及び教育研究の内容等 ・ 高校生への授業開放（専門基礎科目）を開催し、13高校124人（平成15年
オープンキャンパスなどを通じ、 を周知する。また、高校生への授 度99名）が参加した。
高等学校との積極的な連携を図 業開放を継続するとともに、要望 ・ 高校の要望に応じて、大学概要説明、授業参加、当該高校出身の本学学
る。 に応じ、いわゆる「出張授業」を 生との懇談、施設見学等を企画し、実施した。

実施する。 ・ 「出張授業」を県内の6校（前年度まで例年1～4校）で実施した。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
２）教育課程に関する基本方針

教育目標に応じて、時代の要請に即した望ましいカリキュラムを策定する。中
期

臨床実習体制の充実を図る。目
標

看護学科における臨地実習の充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

平成１５年度（医学科のPBLチュ 教育企画室を中心として、学年進 ・ 学年進行中のPBLチュートリアルを特徴とする医学科カリキュラムについ
ートリアルの導入、看護学科の新 行中の医学科カリキュラムについ て、下記のとおり学生等の意見聴取を行い、カリキュラム改善の基礎資料
カリキュラム）より導入された新 て、学生、教員、実習機関等の意 とするとともに、部会においてPBLチュートリアル実施方法の手直しを行っ
カリキュラムについて、検証及び 見を聴取し、カリキュラム改善の た。
評価のための組織を整備し 学生 ための基礎資料の収集、検討を開 ①チュートリアル初年度の第３年次に対し、チュートリアル教育について、 、
卒業生、教員及び実習機関等の意 始する。 約35回の授業評価、各１回の対話と文書による意見収集を行った。
見を集約して検証し 充実を図る ②基礎配属の担当教員からのチュートリアル教育を受けた学生についての、 。

評価を収集した。
③チューターからは学生評価の外、課題（症例）についてのコメント、PBL
チュートリアルについての感想等を収集した。

④PBLチュートリアルについて教員（基礎懇談会）から意見収集を行った。

教育企画室を中心として、社会情 ・ 看護学科の「教育検討WG」を組織して、原則月１回の検討会を開催し、
勢の変化（看護実践能力の卒業時 更に「臨地実習検討WG」と「FD・WG」を立ち上げて、それぞれ看護学科カ
到達目標の設定、看護学科の専門 リキュラムの検証、卒業時看護実践能力の到達目標の設定と臨地実習の問
教育へのPBLの導入、看護職の裁 題点の検討、附属病院看護部との勉強会の開催（外部講師を招いてのFDを
量権や業務の拡大、国家試験問題 含む）等を行った。
出題規準の変更など）への対応方
法の検討を開始する。

救急医学及び関連診療科の参加の 救急対応のプライマリーケア教育 ・ 計画どおり救急対応のプライマリーケア教育を救急医学及び関連診療科
下に、コアカリキュラムに基づき を救急医学及び関連診療科の参加 の参加のもとに実施した。平成16年度には、特に臨床実習前体験学習にお
プライマリー・ケア教育の充実を のもとに行う。 いて救急対応のプライマリーケアを重点学習項目の一つとした。
図る。

臨床医学教育を効率的、効果的に ４年次生に対する臨床医学入門、 ・ ３年次生に対し、平成17年度から正式実施となる共用試験（CBT）とモデ
行うため、1)卒前医学教育に効果 ５・６年次生に対する臨床実習の ル・コアカリキュラムについて資料を配布して説明した。
的なOSCEを取り入れるとともに、 到達目標の学生への周知を徹底す ・ ４年次生に対し、５年次からの臨床実習を有効に実施させるため、臨床
2)卒後臨床研修との有機的連携を るとともに、臨床実習を効果的に 医学入門の授業及び１泊２日の合宿形式で行う臨床前体験学習において、
図り、3)診断方法の組み立て、治 行うためにガイドラインを充実す 基礎的な診療手技を修得させること及びOSCEトライアル、CBTトライアルを
療方針の選択などにエビデンスに る。 受験することを奨励した。
基づく方法論を取り入れ、4)コア ・ ５年次生に対し、臨床実習の手引に基づき説明会を開催し、臨床実習の
カリキュラムの導入を検討し、か 到達目標等について周知した。
つクリニカル・クラークシップ型 ・ ６年次生に対し、新たに必修科目となった６年次の臨床実習の施設及び
の臨床教育の充実を図る。これに 単位認定方法について２回のガイダンスを行い、臨床実習の到達目標等に
より、浜松医大方式の卒前医学教 ついて周知した。
育カリキュラムを構築する。

看護学科における臨地実習の指導 附属病院看護部と連携し、臨地実 ・ 附属病院看護部と看護学科教員の合同勉強会を新設し４回の勉強会を行
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方法、実習環境の充実を図る。こ 習の問題点を検証する。 った。第４回の勉強会では 「看護師・教員・学生の交流をもつ具体的な、
のため、附属病院、臨地実習先と 方策」をテーマとして討論を行い、三者間の交流について附属病院看護部
の共同FD組織を設けるなど連携を と看護学科が共同することにより今後の実習指導能力の向上及び問題解決
強化するとともに、臨地実習のガ に資することにした。
イドラインを充実させ、その周知
を徹底する。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
３）教育方法の改善に関する基本方針

学生が主体的かつ意欲的に学習できる学習方法、学習環境を整える。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

高等学校での理科の選択科目など 一般教育科目で習熟度別クラス分 ・ 一般教育科目の「数理科学 「自然科学入門」において習熟度別クラス」、
多様な履修歴を持った入学者に対 けを一部導入した少人数教育の実 分けの授業を実施した。
応して、低学年から少人数教育を 施を図る。
導入し、効果を検証して、改善を
図る。

学生主体型授業、学生参加型授業 教養教育にチュートリアル教育に ・ 教養教育のカリキュラムの見直しを行い、従来からの「生命倫理ゼミナ
や課題解決型の学習など様々な授 つながるような、少人数教育を組 ール」他３科目の学生参加課題解決型の授業に加え、平成17年度から同学
業形態を低学年から導入し、基礎 み込むことを検討する。 習方法である「心理学名著購読」他２科目を導入することとした。
的な論理的思考能力及び討論能力
（ディベート能力）を育成し、そ
の効果を検証する。

多様な教養教育、専門教育を提供 静岡県内の大学や研究所が参加す ・ 静岡県内国公立機関連携授業及び静岡県西部地区大学共同授業に参加し
するため、他大学との単位互換制 る連携授業及び共同授業に参加 た学生の調査を行い、問題点の検討を行った。また第１回全国大学コンソ
度の一層の充実を図る。 し、その状況を検証する。 ーシアム研究交流フォーラムに参加し、効果的な他大学との連携について

の情報収集を行った。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
４）成績評価に関する基本方針

厳正な成績評価を実施する｡中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

問題解決能力、課題探求能力、自 医学科４年生全員にCBT、OSCEの ・ 医学科４年生全員にCBT、OSCEの試行に参加するようガイダンス等で説明
己評価能力及び自立的に行動する 試行に参加するよう促すととも し、CBTに97％、OSCEに99％の学生が参加した。
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態度についての評価方法はチュー に、教務委員会で試行したCBT、 ・ 医学科カリキュラム及び修了認定に関する規程を改正し、平成16年度入

（ 、トリアル教育専門委員会等で作成 OSCEの成績と本学における成績と 学生から４年次修了の要件を本学カリキュラムの修得に加え共用試験 CBT
し、専門的知識及び技術の習得状 の比較検討を行い、本学の第４学 OSCE）に合格することとし、共用試験の位置付けを明確にした。
況の評価方法については、CBT、 年修了認定における共用試験の取
OSCE等の結果を取り入れた成績評 扱いを検討する。
価の指針をWG等で作成し、学生及
び教員に周知することにより厳正
･公正な評価を行う。

看護学科における成績評価方法を 教育企画室を中心として、看護学 ・ 「看護学教育検討WG」等を立ち上げ、原則月１回の検討会を行い、新カ
看護学教育改革のための専門委員 科学生の成績評価の方法、評価基 リキュラムの検証、卒業時看護実践能力の到達目標等の検討を開始した。
会を設けて作成し、学生及び教員 準について、学生に対する説明方
に周知することにより厳正･公正 法を含め検討を開始する。
な評価を行う。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
５）卒後教育との有機的連携に関する基本方針

卒前教育の到達度目標の変化に対応して、卒前・卒後の臨床教育の有機的連携を図る。中
期

看護職の実践能力の向上に寄与するため、本学附属病院における卒後教育充実及び近隣施設との連目
携を図る。標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

平成１６年度から実施する卒後研 臨床研修センターを設置し、静岡 ・ 「臨床研修センター」を設置し、静岡県内の病院、診療所、保健所、介
修を静岡県内の病院等と協力する 県内の病院、診療所、保健所、介 護老人保健施設などと協力して研修システムを作り、平成16年度、60名の
ことにより充実させるとともに、 護老人保健施設などと協力して研 研修医を受入れ、研修を開始した。
この評価を卒前教育の到達目標の 修システムを作り、研修医を受け
見直しに活用するなど、卒前卒後 入れる。
教育の有機的連携を図る。

卒後研修終了後の専門医養成・教 適正な医師配置のための、行政、 ・ 本学学長、静岡県及び県内病院で構成する「静岡県医療対策協議会」に
育システムを再構築し実施する。 県内病院、大学からなる委員会を おいて、卒後臨床教育に関する問題を始め、静岡県の医師不足の現状、医

立ち上げ、卒後研修終了後の専門 療連携、医療分化の必要性、医師数の増加策及び医師の派遣等について3回
家養成教育システムの検討を開始 にわたり協議した。
する。

看護学科と本学附属病院看護部の 看護学科と附属病院看護部の合同 ・ 看護学科と附属病院看護部の合同勉強会を立ち上げ、4回の勉強会を行い
合同WGを設け、本学附属病院にお 勉強会を立ち上げ、卒後教育を含 「看護学教育における現状と今後のあり方」
ける卒後教育の充実を図る また めた看護教育についての討議を開 「臨地実習における臨床と大学の協働と連携」。 、
附属病院と近隣施設と合同委員会 始する。 「看護師及び看護学科教員から見た本学臨地実習の特徴、問題点」
を設け､卒業生等を対象とした研 「看護師・教員・学生の交流をもつ具体的な方策」
修会を実施するとともに結果を検 について講演を行うとともに、看護部職員と看護学科教員が協議した。
証し改善を図る。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
【大学院課程】
１）入学者選抜に関する基本方針
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特色ある教育研究を活性化するため、本学卒業生のみならず、広く門戸を開き、優秀な人材を確保中
する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

学部卒業後直接あるいは数年間の 大学院設置基準第14条特例による ・ 大学院修士課程に長期履修制度を導入し、12名が長期履修生として入学
臨床経験の後大学院進学を希望す 社会人受け入れ状況等について検 することとなった。また、大学院設置基準第14条特例学生数について調査
る本学卒業生、他大学卒業生、留 証するとともに、長期履修制度を を行った。
学生の正規課程への受入を積極的 導入する。
に推進するとともに、長期履修制
度や大学院設置基準第14条の特例
の活用により社会人の受入を図
る。

ホームページの充実及びセミナー 社会人入学制度（昼夜開講）を広 ・ 大学院修士課程紹介のためのホームページを更新し 社会人入学制度 昼、 （
や説明会の開催などにより、入学 く周知するため、ホームページの 夜開講）及び長期履修制度等の広報を行った。
者選抜に係る広報活動の充実を図 更新等広報活動を拡充する。
る。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
２）教育課程に関する基本方針

教育理念・目的に基づき、高度の専門的知識・技術を修得させ、将来にわたり自立して学問を探究中
する研究者又は、高度専門職業人を育成する教育課程を編成する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

博士課程では、専門分野における 大学院博士課程部会で、大学院教 ・ 大学院教育と連携した、学内の講座単位で行われている各種勉強会等の
研究遂行及び論文作成を主体と 育と連携した各種の勉強会、症例 調査を行った。また、ホームページでの広報のための学生用掲示板の準備
し かつ 関連分野の専門的知識 検討会、技術講習会等について調 を整えた。、 、 、
技術を修得させるため各種のセミ 査し、ホームページ等で広報し学
ナーや英語論文の書き方について 生の参加を促す。
の講習会、メディカルホトニクス
コースの技術講習会等をカリキュ
ラムと連携させる方策を検討す
る。

修士課程に専門看護師認定制度に 修士課程に、卓越した看護実践能 ・ 修士課程のカリキュラムを改正し、プライマリーケアに関するCNSコース
対応するカリキュラム（CNSコー 力育成を目指す高度看護実践コー を開設した。
ス）を導入する。 スのカリキュラムを開設する。

大学院設置基準第14条の特例に対 平成15年度導入の博士課程及び修 ・ 博士課程及び修士課程の大学院設置基準第14条特例学生名簿及び授業実
応したカリキュラムの定期的な検 士課程の14条特例対象学生数、授 施状況等を調査し、検証を行っている。
証と改善を図る。 業実施状況、教育効果、教員の負

担等について検証する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標
３）教育方法の改善に関する基本方針

学生が研究者又は高度専門職業人としての基本的トレーニングを受ける中で高度の研究成果を挙げ中
られるよう、教育方法を充実する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

修士課程においては研究単位毎の 修士課程の各専攻、研究単位ごと ・ 修士課程の「指導内容冊子」の平成16年度版を作成し、これを参考とし
具体的な教育研究目標及び研究指 に具体的な教育研究指導目標、内 て個々の大学院生の研究テーマを設定し、研究指導、教育を行った。
導目標を明確にした「指導内容冊 容を明記した｢指導内容冊子｣を毎

、 、子」を作成し､これに基づき、研 年改訂し これに基づき研究指導
究指導、教育を推進する。 教育を行う。

学生が学際的研究や他分野の研究 学生の研究会、講演会などへの出 ・ 学会、講演会などへの出席を促すため、公費での学生の学会参加旅費の
に接することができる、学内研究 席を促すため、教員の参加に同行 支出を開始した。
紹介の機会を増やし、大学院生の を促す。またメール配信や学内放 ・ 学内の研究会、講演会等開催の周知方法の改善のため、学内連絡システ
参加を奨励する。 送など周知方法の改善を図るとと ム（学生向けホームページの掲載と同時に携帯電話により通知するシステ

もに、研究会、カンファランス等 ム）を作成した。
での発表を推奨する。 ・ 学内の各科で行われている研究内容を互いに知り合うことを目的とする

「学内研究発表会」を立ち上げ、平成16年度は６回の発表会を開催した。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標
）教職員の配置に関する基本方針1

教育目標を実現するため､責任ある教育実施体制を確立する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

責任ある教育実施体制を確立する 教育企画室を中心として、教員の ・ 教員再任審査の項目として教育業績の評価基準を定め、学内規則として
ため 教員の配置が適正であるか 教育活動等の評価方法の検討を開 制定した。、 、
学長を中心とした体制で検証す 始する。 ・ 教員評価データベースの教育評価項目として授業科目等、論文指導、評
る。 価実績、受託研究生等の受入れ等とすることとした。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標
２）教育環境の整備に関する基本方針
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教育に必要な施設、設備などの教育環境を充実させる｡中
期

教育研究に必要な図書、雑誌、資料等の充実ならびに情報関連機能の整備を図る｡目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

講義実習棟の改修、情報教育に必 チュートリアル教育の演習室の整 ・ 年度計画に基づいてチュートリアル室６室（小教室４室、中教室２室）
要な設備の充実等、教育環境の整 備を図る。 の整備を行った。これにより第２年次（後期のみ）から第４年次までの３
備充実を推進する。 年にわたるPBLチュートリアル教育に必要な小教室の整備が完了した。

学生が自主的に技術を習得できる 学生の診療技術の自主的学習のた ・ 平成18年度概算要求に向け、メディカルトレーニングセンターの設置を
よう、視聴覚教材の充実を図ると め、生体シミュレータ等を備えた 計画した なお 当センターは 病院再整備計画の中で計画されている 臨。 、 、 「
ともに、クリニカル･スキルズ・ クリニカル・スキル･ラーニング 床実習教育研究センター」が設置された場合は、これに統合移転する計画
ラーニングセンターの設置を検討 センターの整備計画を作成する。 とした。
する。

紙媒体の図書の整備と平行して、 紙媒体および電子資料の構成と購 ・ 電子ジャーナルは利用者の利便性が高く、研究活動を行うためには必須
情報の国際化・電子化への対応と 入時の選定基準の現状を見直し、 であるためエルゼビア社、ブラックウエル社、シュプリンガー社、プロク
して電子図書館的機能の充実強化 電子資料の増加を図る。 エスト社の電子ジャーナルパッケージを契約し提供した。外国雑誌（冊子
を図るため、資料の電子化を推進 体）はアンケート及びインパクトファクターにより見直しを行った。国内
し、電子資料を利用するための設 雑誌についてもアンケートにより見直しを行った。CINAHL（看護学関係デ
備の充実を計画的に推進する。 ータベース）をCD-ROM版からWeb版に変更した。これらにより順調に実施し

ている。

附属図書館及び情報処理センター 利用者に対するガイダンス及び情 ・ 利用者に対するガイダンス及び情報リテラシー教育の方法等について、
の有機的連携を図り、学内情報シ 報リテラシー教育の方法等につい 実状を調査し、改善計画を附属図書館と情報処理センターが協力して作成
ステムの在り方について検証す て実状を調査し改善計画を附属図 するとともに以下のガイダンスを行い順調に実施している。
る。 書館と情報処理センターが協力し 新入生オリエンテーション、医学科１年生ガイダンス（情報リテラシー

て作成する。 講義 、看護学科１年生ガイダンス（情報リテラシー講義 、看護学科３年） ）
編入ガイダンス、医学系研究科修士課程ガイダンス、医員（研修医）ガイ

、 、 、ダンス 医学科１年生情報科学集中講義 看護学科３年生文献検索講習会
医学科４年生文献検索講習会

図書館利用者へのサービス向上を 他機関との連携を図るため、静岡 ・ 静岡県医療機関図書室連絡会の代表を本学館長が務め事務局（総務担当
図るとともに、他機関との相互協 県病院図書室連絡会の代表及び事 幹事）を情報サービス係長が務めた。定例会を開催（本学）した。研修会

。 、力、市民への公開サービスを促進 務局をつとめ、研修会等の活動を を本学及び県立こども病院において開催した 講師として本学の野田教授
する。 通じて学外機関へのサービスにつ 青木教授、榛原総合病院臨床心理士桑本氏を招いた。また機関紙「ぶっく

とめる。 とらっく」発行（２回 、アンケートの実施、など順調に実施した。）
・ 静岡県医療機関図書室連絡会の活動について第12回九州地区医学図書館
員セミナー（於:大分大学附属図書館医学分館）にて講演した。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標
３）教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針

教育に関する評価体制を充実させる。中
期

教員の教育の質の改善を推進する。目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

教育活動評価のための組織を整備 学生による授業評価及びその集計 ・ コンピュータによる授業評価システムを作成し、迅速な授業評価ができ
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し、学生による授業評価の在り方 の自動化を図り、評価結果を迅速 る体制を確立した。
の検証及び改善、臨床医学教育で に授業改善に反映できるように努
は、コ・メディカルスタッフや患 める。
者による学生評価を実施する。ま
た、その結果を教育改善に結びつ
けることにより、教育の充実を図
る。

大学院課程指導教員の研究指導評 教育企画室を中心として、大学院 ・ 大学院博士課程部会において、大学院学生の学位取得状況と研究指導評
価を実施する。 課程の研究指導評価の在り方を検 価の関係について協議し、平成17年度以降更に検討していくこととした。

証するとともに、常に改善を図り
つつ実施する。

教育企画室を中心として、教員の 教育企画室を中心として、教員の ・ 教員再任審査の項目として教育業績の評価基準を定め、学内規則として
教育活動の評価システムを検討す 教育活動等の評価方法を検討す 制定した。
る。 る。 ・ 教員評価データベースの教育評価項目として授業科目等、論文指導、評

価実績、受託研究生等の受入れ等とすることとした。

教育の質の改善（FD）に関する学 附属病院看護専門職と連携を重視 ・ 看護学科FD-WG（17回実施）での協議に基づき、附属病院看護部と看護学
内組織を再構築し、FDの在り方に した看護学科の新しいFDシステム 科教員との合同勉強会を新設し４回の勉強会を行った。
ついて再検討を行うとともに、現 の実施を開始する。
行の「医学教育方法改善に関する
ワークショップ」等の内容をより
充実させる。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

学生相談・支援体制を検証し､一層の充実を図る。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

学生委員会で指導教員制度、学生 「何でも相談窓口」の利用率と相 ・ 「何でも相談窓口」の利用率と相談内容を学生委員会で検討するととも
、 。相談体制を検証し､一層の充実を 談内容を年１回、定期的に検討し に 相談員に教員以外の臨床心理士を加え問題点に対応できる体制とした

図る。 て、相談窓口の増減、相談時間の
設定など、より良いシステムの構
築を目指す。

保健管理センターによる健康管理 保健管理センター及び学生委員会 ・ 学生委員会主催の厚生補導担当者研究会においてメンタルヘルスケア対
、 、 、・メンタルヘルスケア体制を検証 において、メンタルヘルスケア対 策として 学生委員会委員 何でも相談窓口及び学務課職員が中心となり

し､整備充実を図る。 策の一層の充実のための方策を検 機会ある毎に学生にストローク（その人の存在や価値を認めるあらゆる働
討する。 きかけ、交流分析の基礎理論の一つ）を与えるよう努めることとし、実行

している。

学生の教育研究活動中の事故及び 学生に対し「医学生総合保険」又 ・ 従来任意加入であった「医学生総合保険 「看護学生総合保険」を原則」
災害に対処するため、医学生総合 は 看護学生総合保険 への加入 全員加入に変更するとともに、臨床実習のガイダンスで保険への加入及び「 」 、
保険への加入促進 災害時の連絡 Ｂ型肝炎ワクチン、BCG等の接種 予防接種を奨励した。、 、
安否確認システムの整備などの一 を推進する。
層の充実を図る。

学生委員会で、学生生活実態調査 学生の生活状況実態調査を行い、 ・ 学生生活実態調査を実施し、601名（59.5％）の回答を得て、学生支援策
を行い、学生の生活及び課外活動 学生の生活、課外活動、勉学に要 作成のための基礎資料とした。
等の就学環境の充実改善の計画を する費用等について効果的な学生
作成し、その実施を図る。 支援策を作成する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標
１）目指すべき研究水準に関する基本方針

先端的・学際的領域の基礎研究・臨床研究を推進し、国際的に高く評価される研究水準を目指す。中
期

地域の特性を活かした産学共同研究を目指す。目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

、 、 、21世紀COEプログラムや知的クラ メディカルフォトニクスと光イメ ・ ファイバー共焦点顕微鏡 微小鏡式共焦点顕微鏡 ３Dレーザー計測装置
スター創生事業を推進し、光医学 ージングを含むオプトロニクスの 遠隔医療装置等の開発のため４企業と共同研究をした。
研究の国際的拠点の形成を図る。 医学応用を目指す共同研究を推進 ・ 電磁波の細胞への効果研究、定量培養法と培養顕微鏡法の開発、腫瘍の

する。 ラマン分析、光治療における一重項酸素の発生などの共同研究を行った。
・ 知的クラスター創成事業の中間評価において、10段階中９の高い評価を
受け、12地域中２位の成績であった。

COE研究担当人材を充実する （教 ・ COEポスドク研究員は５名、産学連携推進研究員は４名（光量子、光学医。
授１名、ポスドク研究員5名、産 療診療部）を雇用した。
学連携推進研究員４名） ・ 大学院生RAは９名を雇用した。

・ COE教授は内定しているが、相手方の都合により就任は平成17年度後半に
なる見込みである。

（ ）光医学研究の国際シンポジウムを ・ ①メディカルフォトニクス・コースに併設して１回 平成16年８月６日
回開催する。 講師６名、参加者57名。②メディカルフォトニクス・シンポジウムとして2

１回（平成17年１月26日）講師８名、参加者66名。③浜松-慶北合同シンポ
ジウム（平成16年12月４日）講演54題。参加者137名。以上３件の国際シン
ポジウムを開催した。その後の交流で共同研究を目指した取り組みをして
いる。

高度先進医療や先端的研究に結び 下記の重点的研究課題について、 ・ プロジェクト研究の課題募集を行い、それぞれ資金配分を行った。
つく基盤を強化するため、講座の 講座の枠を越えたプロジェクト研 ①光の医学応用として「脳内セロトニン系の異常からみたアスペルガー障
枠を越えてプロジェクト研究を行 究 件）を学内募集する。 害の病態発生に関する研究」4,000千円(3
うグループに対し、重点的な資金 ａ）光の医学応用 ②遺伝子、分子の疾病研究として「自殺遺伝子導入骨髄肝細胞を用いた悪
配分を行う。 ｂ）遺伝子、分子レベルでの疾病 性グリオーマの治療」1,000千円 「ポストゲノムシンプトミクス」、

の解析 6,000千円
ｃ）細胞、組織、臓器の移植・再 ③移植・再生の研究として「移植後動脈硬化及びそれに伴う臓器機能不全

生の推進 発症機構のリアルタイムイメージングによる解析」5,000千円 「マウス、
を用いたヒト幹細胞増殖法の開発とその応用」4,000千円

創薬並びに診断方法、治療方法な 遺伝子解析情報を用いた創薬並び ・ 腫瘍組織中のアンプリコンをFISHで同定して新たな分子標的候補を探索
どの探索的臨床医学開発研究に取 に診断方法、治療方法の研究開発 し、未知のゲノム部分が増幅している知見を得た （椙村春彦）。
り組む。 ３件 に取り組む。 ・ スプライシングバリアント、メチル化を指標とした癌の遺伝子マーカー( )

を探索し、新規PTCH1遺伝子のスプライシングバリアントを見いだし、特許
を取得した （前川真人）。

・ 眼底白点症、硫黄欠乏性毛髪発育異常症について分子遺伝学的確定診断
。 、 。法を確立した また 色覚異常や斜視などの遺伝性眼疾患の解析も進めた

（蓑島伸生）
・ 薬剤代謝酵素の遺伝子多型に基づく化学治療法の比較をし、個別化治療
が有用であることを立証した （古田隆久）。

・ HLAとTNF-αの遺伝子多型と薬剤応答性の相関性を調べた （大橋弘幸）。
以上のほか計20件以上の活動実績がある。

PETを用いた薬効の解析の共同研 ・ 脳虚血疾患に関わる新規脳保護薬の評価をPET画像による解析に基づいて
究 ５件 を進める。 行った （梅村和夫）( ) 。

・ PETを用いた小動物での薬効解析手法・解析系の開発研究を行うととも
に、５件の共同研究を実施した （間賀田泰寛）。

癌の光治療に使用する目的の新し ・ 以下の課題の研究を行った。
い色素の開発研究を進める。 ①ATX-S10の一重項酸素発生の定量的解析（平野達）

②コプロポルフィリンのPDTへの応用性の検討と その変異体の合成研究 金、 （
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山尚裕、堀内健太郎）

③ATX-S10とALAの脳腫瘍における腫瘍領域鑑別への応用（難波宏樹、山本
清二）

④ビジュダインの網膜血管新生抑制効果の検討（尾花明）

基礎的研究を重視し、これに対す 基礎研究者が学内で研究発表する ・ COE大学院RAとCOEポスドク研究員の研究報告会（平成16年12月21日 、）
る資金配分を行う。 場を設ける 2回） 研究発表会を５回開催した。(

発表に対して競争的に研究補助資 ・ 研究発表に対するヒアリングを行い、その結果に基づき、プロジェクト
金を配分する ２回 。 研究に傾斜配分を実施した （総額20,000千円）( ） 。

・ プロジェクト計画書の提示に基づき 若手に対する経費補助を行った (総、 。
額3,567千円)

重点的に選択した基礎研究グルー ・ 以下の３グループにそれぞれ１年間の貸与を行った。
プ グループ に研究スペースの ①光量子医学研究センター細胞イメージング分野（看護棟資材室22㎡）(3 )
長期貸与を行う。 ②光量子医学研究センターゲノムバイオフォトニクス分野（講義棟暗室10

㎡）
③生物学教室（講義棟実験室15㎡）

国際学術活動及び国際共同研究を 国際共同研究の実施計画を推進す ・ Mockarski教授(Stanford University)とcytomegalovirus のcyclosporin
、 。積極的に行う。 る。 Aによる抑制機序研究(筒井祥博)など 計36件の国際共同研究を推進した

国際学会参加への旅費を補助す ・ 国際臨床薬理学会への教授、助教授、助手の参加旅費を支給するなど、
る。 計70件の補助実績がある。

国際学会委員等を務める。 ・ 国際会議のプログラム委員や国際シンポジウムのオーガナイザ、国際学
会の理事など、計27件の委員等の実績がある。

欧文学術誌の編集等の活動を行 ・ Congenital AnomaliesやBioimagesの編集長を務めた。国際学術誌の論文
う。 のレフリー等、計70件の活動実績がある。

企業や他大学の共同研究員受入れ 共同研究員の身分規程や入構規程 ・ 研究推進企画室会議において研究員の受入れ規程の見直しを行い、訪問
に便宜を図る。 の整備を行う。 共同研究員と特別協力研究員の二つの新しい身分の設置について検討し、

それぞれの規程案を作った。前者は、学校、病院、包括提携企業に属する
ものを、研究員受け入れ費を取らずに受け入れるものである。博士号取得
のための研究経歴としては扱わないこととした。後者は、他に本務を持た
ないものの受入れに関するものであるが、さらに検討することとなった。

企業研究者による大学院講義や共 企業研究者のCOE講演会や大学院 ・ PETの臨床薬理への応用（浜松ホトニクス・塚田秀夫）
、 （ ）同研究成果の発表の企画を組む。 講義を 回 開催する。 ・ フリーラジカル 細胞内イオン同時測定法 浜松ホトニクス・平松光夫(10 )

他、計24件開催した。

企業研究者とのセミナー方式のグ ・ アクシデントより学ぶシリンジインフュージョンポンプの使用法（テル
ループ交流を 回 推進する。 モ社の講師）(5 )

・ アミノレブリン酸の癌診断応用（コスモ石油社の講師）他、５件開催し
た。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標
２）成果の社会への還元に関する基本方針

研究成果を広く社会に発信するとともに、産業界や臨床医学への応用を推進する。中
期

光医学・光医工学の研究開発を担う人材を育成する。目
標

健康福祉を推進し、医療行政への協力活動をする。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

教員の研究成果をデータベース化 教員の研究業績等に関する情報を ・ 従来行ってきた研究業績の自己申告による記録システムに含まれていな
し、大学の研究活動一覧としてホ 収集・分析するためのシステムを かった情報を調査し、システムを検討した。
ームページに公表する。 検討する。

大学の研究活動一覧の内容を充実 ・ 研究活動一覧の内容をホームページに公表した。
させ、ホームページに公表する。

、 、 、知的財産の取扱を整備し、静岡 知的財産の取得、管理、活用につ ・ 知財活用推進本部を作り 発明の届け出を受理し 発明内容の評価をし
TLO及び科学技術振興財団等を通 いて知財活用推進本部を設置し、 その帰属を決定した。審議件数は28件。うち、国内特許出願件数は22件で
じて、研究成果の民間への技術移 研究成果の民間への技術移転を推 あり、権利化した特許は１件であった。その他、法人化前に生じた発明で
転を推進する。 進する。 個人帰属となっていた発明のうち、本法人に権利譲渡を受けた特許は９件

。 、 。であった これらはSTLOやJSTへの委託を通して 技術移転の方向を探った

産学連携の交流会に参加し、新開 ・ 産学連携推進会議（京都 、名古屋テクノフロンティア、東京テクノフ）
発の装置等の広報を行う。 ェアー、オプトロニクス浜松テクノフォーラム等の産学連携展示会への出

展をした （合計10件）。
・ 商工会議所との合同で、医工連携交流会を立ち上げ、看護学系のニーズ
を主とする浜松地域企業との連携への取り組みを進めた。

技術移転の推進のためのホームペ ・ 技術移転の推進のため、連携の紹介・連携の開始法・打合わせのための
ージを設ける。 窓口の案内をホームページに載せた。

光医学を主題とする２１世紀COE 光医学・光医工学の研究開発を担 ・ COE「メディカルフォトニクス」による、大学院生RAの採択、COEポスド
拠点施設及び地域知的クラスター う人材の育成を重点的に行う。 ク研究員の採択、国内研修旅行の旅費支給、国外研修旅行の旅費支給など
の一翼として、メディカルホトニ 総計37件行った。
クスコース技術講習会、イメージ
ング技術実習等を通じ、光医学・ メディカルホトニクスコースの技 ・ 支援企業６社を含むメディカルホトニクス・コース打ち合わせ会を２回
光医工学研究者の養成、社会人教 術講習会（大学、研究所、企業等 開催し、改善について話し合った。シンポジウムの開催日を講義と実習の
育を行う。 の研究・開発・技術の関係者対 開催日と異なる日にすることを改め、同じ日にすることで、参加者が連続

象 及びイメージング技術実習 同 して聴講できる方式とした。光量子医学研究センター運営委員会において） （
研究実務者対象）のより効果的な も、開催に関する課題を検討した。COEによる開催と企業支援による開催の
実施方法について検討する。 配分について決定した。

本学が開発した遠隔地医療システ テレパソロジーシステムによる外 ・ 大阪ベルランド病院とのテレパソロジー（遠隔病理診断）交信の試験を
ム（テレパソロジーなど）を用い 部との交流を検討する。 行った。磐田市民病院との交流について、必要性と実現性を検討した。顕
た過疎地医療への支援、本学が展 微鏡を遠隔操作する方式より、標本上のすべてを読み取っておき、そのデ
開してきた難病治療支援のネット ータをやり取りする方式を追求することとした。
ワークを更に充実発展させる。

遠隔診断システムの健常者による ・ ロボットアームを用いた実験的診察システムにより、10人の健常者の擬
試行を進める。 似診察を行った（中村玲子 。また、高忠実度色再現カメラシステムによ）

り、皮膚疾患に限りなく近い10人の健常者の皮膚写真撮影を行い、ライブ
ラリ作製の基礎とした（森脇真一 。）

癌や難病に関する市民講座や相談 ・ 公開講座「麻酔の日 （佐藤重仁：日本麻酔科学会 、網膜色素変性症医」 ）
会を開催する 回） 療相談会（堀田喜裕：浜松市保健所）など計25件を行った。(5

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標
１）研究者等の配置に関する基本方針

最先端の研究や社会的要請の高い研究に即応できるよう適切な研究者の配置を目指す。中
期
目
標
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

副学長を室長とする研究推進企画 副学長を室長とする研究推進企画 ・ 学内の傾斜配分の企画をし、研究の課題と流れを検討し、次年度におけ
室を設置し、大学が重点的に取り 室を中心として、研究分野の発展 る研究の重点的推進課題を発案し、特別経費や連携融合事業として企画立
組む領域や研究分野の発展と動向 と動向を調査し、大学が重点的に 案し、予算の獲得を行った。学内予算配分について再考し、中央管理費の
を調査し、弾力的な人員配置と人 取り組む領域やプロジェクトの立 割合を高め、プロジェクトの財源を確保することを立案した。
材の有効活用などの企画・立案を 案をする。
行う。

研究推進企画室において研究者個 ・ 助手以上の研究員について、研究環境、資金、スペース、対人関係等の
人の改善案や意向を汲み取る。 研究に関する自由な意見を募集し、その課題について整理した。

プロジェクトに沿った、弾力的な ・ プロジェクトの立案をし、複数の研究室の関与を企画した。研究室間の
人員配置と人材の有効活用の企画 人員異動については、COE研究員の採用、COE教授の選考、定年退官教授の

、 、・立案を行う。 後任選考において 教育研究の必要性に合わせてこれまでの講座を見直し
新講座の立ち上げに資するものとした。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標
２）研究環境の整備に関する基本方針

研究を支える組織と環境を整備する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

研究の支援体制を整備するため 迅速な研究支援ができるように、 ・ 動物実験施設から実験実習機器センターへの大型機器の移動があり、そ
に、学内の共同施設等の整備拡充 動物実験施設や実験実習機器セン れに伴い、担当技術職員の配置換をした。
を図る。 ターなどの学内共同施設の再編統 ・ 動物実験施設と実験実習機器センターの統合について検討した。

合を含め、今後の在り方を検討す ・ 実験実習機器センター４階共同実験室内のスペースの整理をし、学内研
る。 究プロジェクトの公募により、個別にパブリックスペースとして貸し出す

こととした。

学内共同施設の研究機器等の導入 ・ 実験実習機器センターへの共焦点顕微鏡の導入を計画し、その購入計画
・更新計画を作成する。 を立案した。ニーズの調査を行い、旧型機種の更新を計画した。質量分析

装置の導入案を立てた。光量子医学研究センターへの二光子励起顕微鏡の
導入を検討し、これを実現した。マイクロPETのレンタルによる導入計画を
検討した。病院検査用と研究用に使用できるPET装置の導入について、資金
計画を立案した。

技術職員が意欲的に仕事に取り組 提供できる技術情報をW サイト ・ 機器センターにて提供できる技術情報をウェブサイトに載せ、今年度はeb
み、教育・研究・診療を効果的に やパンフレットなどにより、わか さらに内容更新の充実を図った。動物実験施設からの使用案内・技術情報
支えるために 活動内容を整備し り易く掲示する。 案内をCDとして学内に発行した。電子顕微鏡技術の勉強会を開催し、使用、 、
技術の向上を図る。 者への詳細な技術情報を解説した（７回開催 。）

労働安全衛生法の下での作業環境 ・ 通路の確保のための部屋の模様替え、作業手順の整備等計40件の改善に
の整備や作業方法の改善に取り組 取り組むとともに、職場の救急医療の講演、ミーティングにおける作業管
む。 理者からの注意等を行った。

技術職員の研修プログラムを整備 ・ テクニカルセミナーを持ったり、技術職員の研修会参加経費に対する支
する。 援をした。総計113件ある。

若手研究者の支援体制を整備す 若手研究者の国際学会における発 ・ COE計画の下に、メディカルフォトニクス関連の国内国外への研修派遣の
る。 表、外国との共同研究、研修への 制度を設けた。研究推進企画室にて、募集をし、資料に基づき委員会にお

参加を資金面で支援するシステム ける採択をした。計６名の若手の研修を実施した。最長は３ヶ月の米国ワ
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を構築する。 シントン大学における共同研究遂行のための研修で、二光子励起顕微鏡法

のトレーニングを受けた（青枝大貴 。）

若手研究者の研究プロジェクトを ・ 全学の若手からのプロジェクトの募集を行い、助手、若手助教授の５件
募集する。 の案を採用し、合計2,800千円の経費を支援した。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標
３）研究資金の獲得及び配分に関する基本方針

外部資金を積極的に導入する。中
期

競争的環境のもとで、適切な研究資金の配分を行う。目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

研究推進企画室において、競争的 競争的資金獲得のため、教員は科 ・ 研究職員の集会において、産学連携の目標について解説し、科学研究費
（ ）。資金獲得のための方策、外部資金 学研究費補助金等に積極的に応募 補助金の申請書類のまとめ方について技術的指導を行った 出席者144名

獲得のための受託事業等の受け入 するものとする。 研究補助金申請者の資格基準を新たに設定し、準職員のうち研究員である
れの拡大、学外との共同プロジェ 者と大学院生RA（リサーチアシスタント）については、申請資格を与え、
クト研究を企画・立案する。 同時に研究の場の保障をすることとした。COE経費や教育予算の中から、RA

雇用の枠を用意した。この結果応募者総数は昨年度比で、１割近く増加し
た。

企業や他研究機関等との共同プロ ・ 産学連携活動を推進するために必要な情報（窓口、制度、機構等）をホ
ジェクト研究を立ち上げるための ームページに掲載した。浜松商工会議所との連携を立ち上げ、市内の企業
誘致活動を行う。 との医工連携会を設け、金融機関（静岡銀行、三井住友銀行、浜松信用金

庫）と提携を結び、これらを介して企業との共同プロジェクトの募集や知
財の移譲の紹介をする道を開いた。

受託事業に関する学内規程を整備 ・ 所定の学内規程など、必要な情報をホームページに開示した。
し、制度や手続等をホームページ
に掲載する。

プロジェクト研究への重点的資金 講座の枠を越えたプロジェクト研 ・ 複数講座によるグループを設定したプロジェクトを募集し、提案会を開
配分を推進する。 究を募集し、これに研究費を配分 催して、特別研究費を配分した （実績５件）。

する 3件 。( )

萌芽的研究にも資金配分し、プロ プロジェクト研究やプロジェクト ・ 若手からのプロジェクトを募集し、学長と副学長による書類審査によっ
ジェクト研究へ発展させることを 研究への発展を目指す萌芽的研究 て選考し、研究費の配分を行った （実績５件）。
目指す。 を学内公募し、選択的に研究費を

配分する 5件 。( )

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標
４）研究活動の評価体制に関する基本方針

評価を研究の発展と質の向上につなげることを目指す。中
期
目
標
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

研究推進企画室を中心に研究活動 教員の研究活動の評価項目を検討 ・ 教員の任期制を実施する過程で、業績の評価をして再任‐非再任を決定
の評価を定期的に実施し、教員の し、学内に公表する。 することとし、その評価項目を決めた。研究論文の数と質、社会貢献（産
研究の水準・成果を検証する。そ 学連携）の内容などについて、細目を学内規則として制定した。
れに基づき、質の高い研究者を支
援する制度を導入する。 質の高い研究者を支援するための ・ 優秀研究者の給料の増額、サバティカル制の採用、大学管理事務責務か

制度の実現について検討する。 らの免責、研究人材の追加等の優遇措置の案を検討した。給与への反映と
研究費の支援は実施しているが、それ以外については、検討中である。

講座やプロジェクトグループの単 研究推進企画室等によるヒアリン ・ 任期制に伴う研究員評価の項目をヒアリングの実施に際する試問項目と
位で、また、若手研究者個人の単 グの実施を目指してその項目と対 することとした。その他、教育努力の量、医学診療行為における成績、社
位で、随時企画室等でヒアリング 象を学内に公開する。 会貢献の程度などの項目において、それぞれに細目を５～７項目付けた。
を行う。 これは、学内規則として制定された。ヒアリング対象者は、就任期間の長

い（概ね10年以上の）助手、50歳以上の助教授とする案が考慮された。

、 。学会参加予定者の発表練習を兼ね ・ 発表練習会を 研究推進企画室委員のそれぞれの講座にて計８回行った
た発表を研究推進企画室等にて行
う 回 。(6 ）

大学院発表会や事業参加の実績な ・ 大学院発表会や事業参加の実績を記録する方式については、ほぼ実現し
どを評価する制度を考案する。 た。評価する方式には、課題が残された。

研究費の補助、研究スペースの補 ・ 役員会、研究推進企画室、教授会等で議論した。研究費の補助について
助、昇進等を業績などに基づいて は、プロジェクト研究支援、若手研究者支援などにおいて、業績を加味し
行う制度を検討する。 た選考ができた。研究スペースについても貸与の選考に際して研究室の活

動状況を理解しての選考であった。昇進については検討中である。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標
１）地域社会との連携・協力に関する基本方針

地域の医療機関や民間企業等との連携・交流を積極的に推進するとともに、教育研究の成果を活か中
し、地域医療の向上や地域住民の生涯教育の推進に資する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

県や市町村との連携を深め、地域 地域連携推進協議会の構成員に理 ・ 平成16年４月１日に財務・病院担当理事、研究・社会貢献担当副学長を
の医療施策の立案等に積極的に参 事を加え事業の拡大等充実を図 地域連携推進協議会の構成員に加え、組織の充実を図った。
画する。 る。

地方公共団体の各委員会等へ参画 ・ 静岡県医療審議会（学長 、静岡県中央倫理委員会委員（月１回 （梅村） ）
し 医療施策の企画立案に携わり 和夫 、静岡県エイズ専門員会委員（小出幸夫 、障害福祉審議委員会委員、 、 ） ）
地域の医療の向上や地域住民の生 長（安梅勅江）等としての参画など、全学総計60件を実施した。
涯教育の推進に資する。

地域医療関係者の資質向上に資す 地域の病院や保健所等医療機関の ・ 浜松新興再興感染症講演会（小出幸夫 、治験推進研修会（梅村和夫 、） ）
るため、最新の研究成果等の情報 関係者を対象に研修会や講習会を 静岡県薬物治療研究会（梅村和夫 、静岡Ｂ型肝炎研究会（小林良正 、び） ）
を提供する。 実施する。 まん性肺疾患研究会（千田金吾）など、全学総計40件を実施した。

県や市の医師会が主催する研修会 ・ 静岡県西部内科医会（小林良正 、浜松医師会生涯教育講演会（須田隆）
等へ講師を積極的に派遣する。 文 、日本医師会産業医講習会（大園誠一郎）における講演など、総計47）
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件を行った。

「 」 、地域住民の健康、福祉の増進に資 従来から実施している地元新聞社 ・ 静岡新聞社共催・浜松医科大学公開講座 未病の医学 にて７回に亘り
するため、民間企業とも連携し、 との共催による公開講座及び本学 12件の講演と１件のパネルシンポジウムを開催した。これを通しての聴講
公開講座や各種の学習機会を積極 主催の公開講座を改良して継続す 申込者は808名の多きにのぼり、重要な社会貢献となった。
的に提供する。 るとともに必要に応じて民間企業

や医療機関とも連携する。

地域の中高生等の科学に対する興 地域の中高校生対象の「ふれあい ・ 曳馬中学校体験学習（光量子医学研究センター 、浜松市内小中学生サ）
味・関心を高めるため、学校教育 サイエンスプログラム」を継続実 イエンスプログラム：蛍光顕微鏡をつくろう（光量子医学研究センター 、）
との連携を一層推進する。 施する 2回） 有玉小学校６年生：命の大切さ（鈴木和雄 、浜松市思春期講座（産婦人( ）

科学講座 、児童への講演：食育と家族での食事（安梅勅江 、磐田南高校） ）
出張講義（片岡純）など、計14件実施した。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標
２）教育研究における国際交流・協力に関する基本方針

外国の大学、研究機関等との連携・交流を推進する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

外国人研究者、留学生の積極的な 宿舎への入居者の適用の拡大をす ・ 外国人研究者、留学生が国際交流会館以外にも大学の職員宿舎に入居で
受け入れを図るため、受け入れ体 る。 きるよう規則を改正し、平成16年度には外国人研究者２名、留学生２名を
制を整備する。 入居させた。

国際交流基金奨学金等の継続をす ・ 外国人留学生に対する経済的援助を目的として立ち上げた国際交流基金
る。 奨学金および篤志家による戸田奨学金を継続した。平成16年度には、９名

の外国人留学生に対して、両奨学金を合わせて計4,440千円を支給した。

大学、大学院の研究活動、学生の 英文ホームページによる大学紹介 ・ 英文の紹介はホームページのトップについては完成した。講座の案内に
生活環境、学費、生活費等につい を開始する。 おいては８件程度（全体の４分の１）が英文のページを持つに至った。残
ての情報をホームページなどを利 りの多くは日本語だけに留まっている。
用して、適切に提供する。

国際交流協定校を増やし、教育・ 特別研究学生、特別聴講学生の客 ・ これまでの韓国１校、中国３校、ドイツ１校の５大学に加え、バングラ
研究面における交流活動の一層の 員研究員の受け入れ、派遣を推進 ディシュの３大学、ポーランドの１大学、中国の１大学と新たに学術交流
充実を図る。 する。 協定を締結した。この10大学のうち４大学との学術交流協定の締結におい

て、現在では母校の教授となっている、あるいはこれらの大学出身でかつ
て本学へ留学した学生の熱意と努力が一つの推進力となった。

・ 平成16年度には、これらの外国の学術交流協定校へ５名の特別聴講学生を
派遣 医学科学生の短期臨床実習 するとともに ３名の特別聴講学生 ア（ ） 、 （
メリカ合衆国、ポルトガル、中国から各１名 、８名の大学院博士課程留）
学生、および17名の客員研究員を外国の大学から受け入れた。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標
１）患者中心の医療の実践
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患者の人権を尊重し、患者第一主義の診療を実践する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

患者中心の安全かつ良質な医療を 診療体制を見直し、患者を中心と ・ 患者の動線を考慮し、入院・外来医療事務部門を同室にしたことにより
提供する体制を構築するため、診 した組織に再編成する。 円滑な連携が可能となり、患者にも判りやすくなった。
療科、中央診療部門、看護部門及 ・ 医療福祉支援センター・外来患者窓口・地域連携室を整備した。
び事務組織の再編成を行い、診療

、 、 。機能・診療支援機能を点検し充実 各疾患別のデータおよびガイドラ ・ 病院ホームページの再整備を開始し 枠組みを決定 入力を始めている
させ、病院企画室において繰り返 インに基づいた診療情報を提供す ・ 各科毎にガイドラインを載せるようにした。
し評価する。 る。

クリニカルパス推進委員会を設置 ・ クリニカルパス推進委員会を月１度開き、全診療科が参加して適応疾患
、 、 。し、適応疾患を拡大し、効率的で を拡大し 施行症例は平成15年度217例から 平成16年度542例と増加した

わかりやすい医療を提供する。 ・ クリニカルパス講演会を１回開催した。

患者等の意見を聴き、アメニテイ ・ 職員ボランティアによる病院玄関前草刈や、各病棟へ植木を配付した。
に配慮した施設改善を行う。 ・ 外来長椅子の取替え及び外来小児患者の待合遊び場、一般食堂を整備し

た。
・ 院内における携帯電話について、決められた場所での使用を認めた。

感染予防対策のための環境整備、 ・ 感染予防対策のための職員教育を16回実施した。
職員教育を実施する。 ①浜松市内の地域連携研修会を2回開き、それぞれ71名、68名の参加者があ

った。廃棄物容器の整備、感染防止のための処置キットを作成し、必要
時いつでも高度バリアプレコーションの実施を可能にした。

②14回の院内研修会の参加者数は33名～141名あり、平均56.5名であった。

医療安全確保・効率的業務遂行の ・ 院内放送の見直しや医療事故時の連絡網を点検し整備した。
ための連絡網を整備する。 ・ 深部静脈血栓症、肺動脈塞栓症の予防対策マニュアルを各診療科で整備

し、専用ソックスを使用するよう指示した。
・ エホバ対応のため無輸血手術対応ガイドラインを策定した。

薬剤管理委員会を設け、患者を重 ・ 薬剤管理委員会の設置により薬剤師、医師、コ・メディカルの連携が取
視した運営・経営を行うための業 りやすくなった。
務の見直しを行う。 ・ 服薬指導の書式を見直し、取扱薬剤数の削減、棚卸インターバルを短縮

した。
①取扱薬剤品目数 平成15年度: 1,902件 平成16年度: 1,607件
②棚卸のインターバル 平成15年度: １回/年 平成16年度: 1回/月

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標
２）地域社会医療への貢献

地域医療の中核となる役割を果たす。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

地域医療機関との診療連携や診療 病診連携を拡大し、診療報酬上紹 ・ 開放型診療導入のための関係書類や地域連携室等の整備を完了し、県西
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情報の提供により、地域における 介率 ％以上を確保する。 部地域の各医師会と契約した。50
医療の質の向上に貢献する。 ・ 診療報酬上紹介率は、45～51%であった （年平均48％）。

医療福祉支援センターを整備し、 ・ 医療相談、在宅医療支援、外来患者窓口を整備した。
患者接遇に関する教育を行い、患 ・ 医療依存度の高い患者の緊急時連絡網を整備した。
者サービスの向上を図る。 ・ 退院支援166人(転院77人、在宅医療支援75人、中止11人、死亡３人)、医

療福祉相談援助回数14,553回(経済問題5,334回、社会的問題2,802回、受診
・受療問題1,300回、退院支援3,921回、その他1,196回)を行った。

・ 患者接遇等の指導・講習会を2回実施、退院支援・広報活動の一環として
講演会を１回実施した。

「地域における医療協議会」等に ・ 県下の自治体病院における医師不足に対応して、市長の要請に応じ、公
協力し、医師の派遣を促進する。 立病院７施設へ病院長２名、副病院長１名、７科に医師約15名を派遣し、

総看護部長１名、看護師長１名を公立病院に派遣した。

臨床研修協力病院との連携を深め 新臨床研修システムにおける指導 ・ 平成16年９月に臨床研修指導医講習会を開催した。
た研修システムを通じ、地域医療 医の講習会等を実施し、研修医の ・ 全研修医に対するプライマリーケアのミニレクチャーを毎月１度開催し
に貢献する。 研修充実を図り、地域医療に貢献 た。

する。 ・ 研修協力病院に対して年２回の拡大臨床研修管理委員会を開催し、初期
・後期研修についての懇談会を開いた。

・ 平成16年12月に関係病院長会議を開き、研修制度に関する説明会を開い
た。

災害時医療救護体制の充実を図 災害拠点病院としての救急受け入 ・ 浜松市・浜北市の救急隊員に外部評価してもらい、救急受け入れ体制を
り、東海地震に対する静岡県医療 れ体制・災害対策マニュアルの見 改善した。

、 。救護計画を支援する。 直しを行う。 ・ 平成16年11月に災害時シミュレーションを実施し 150名の参加があった
災害対策本部の工事を施行・整備した。

診療科による緊急時のシミュレー ・ 午前６時より緊急時の部門別連絡網による伝達訓練及び参集訓練を実施
ションを行う。 し、災害時の出勤状況を把握した。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標
３）医療人の育成

優れた医療人を育成する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

医療・医学の発展に貢献すること 診療科を越えたカンファレンス、 ・ 研修会総数143回、各診療科の症例検討会総数483回、各講座主催・共催
のできる優れた医師の育成を図 研修会および講演会等による医師 の講演会59回、広報31回を実施した。原則としてこれらの研究会はオープ
る。 の教育を実施し、医師全員に周知 ン制としている。

を図る。

卒後臨床研修において研修医と指 双方向性の評価システムを確立 ・ 研修開始１ヶ月目、６ヶ月目に全研修医にアンケート調査を施行し、研
導体制側における双方向性評価シ し、臨床研修における問題点を把 修医の要望、問題点、特に研修医と看護師の業務配分について改善した。
ステムの充実を図る。 握する。 ・ ｢さわやか通信｣に研修医の意見を載せ、それに対応した指導医側の返事

を載せた。研修医の薬剤部への要望、看護側から見た静脈注射等の業務の
仕分けを行った。全研修医にPHSを配布した。

高度医療に貢献するためにコ・メ コ・メデイカルスタッフに対して ・ 新研修制度のもと、救急部での１ヶ月間に、種々のダミーを用いて研修
ディカル等職種毎の教育・研修制 A C L S している。コ・メディカルには３回BLS+AED講習会を実施した。医師、コ・(advanced cardiac life
度を充実させ、医療専門職員の育 講習会を実施し、シミュ メディカルの年間利用者数はBLS用シミュレーター(800人)、ACLS用シミュsupport)

、 、 、成を図る。 レーターを利用した 教育・研修 レーター(380人) ATLS用シミュレーター(380人) 挿管用マネキン(200人)
を行う。 除細動訓練用機材(450人)である。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標
４）高度な医療の提供

より良い医療技術の開発を推進する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

高度先進医療の推進及び質の高い 高度先進医療の提供を推進する。 ・ 高度先進医療として「前立腺癌の鏡視下前立腺全摘除術」の１件が認可
医療の確立を図る。 され、現在４件が申請準備中である。

稀少難病への対応のための診療体 医療福祉支援センターにおける希 ・ 医療依存度の高い在宅療養患者の緊急時対応のために関係部署の一覧表
制を構築する。 少難病患者支援を一層充実させ を作成し、連絡網を整備し、５件の緊急対応を行った。

る。 ・ 希少難病18名,うち小児６名に在宅医療支援を実施した。

遺伝子異常疾患患者に対する相談 ・ 遺伝子診療を要する患者カウンセリング等の実績が80件あった。
窓口を整備する。 ・ 臨床遺伝専門医制度に２名を研修させている。

・ 臨床遺伝専門医制度研修施設に認定された。
・ 遺伝子診療に関する講演会を５回開催した （出席者総数59名）。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標
５）健全な病院運営の確立

病院運営の効率化と財務内容の改善を図る。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

病院の効率的な管理運営と機能的 病院運営の組織体制を整備し、管 ・ 平成16年４月に病院運営体制を新組織とし、全ての委員会、内規を見直
な組織体制の整備を図る。 理運営の強化を図る。 した。この結果、診療録管理委員会、保険診療委員会、個人情報管理委員

会、外来化学療法センターワーキンググループ、クリニカルパス推進委員
会、遺伝子診療部、ME機器センターを新設、栄養部を組織改変した。

管理会計システムの導入による効 病院財務の経営体制を構築し、病 ・ 病院管理室を設置し、病院の物流管理及び競争的契約、随意契約を見直
率的な経営を実践する。 院管理室を設置して経営分析チー した。

ムを置く。 ・ 経営分析を行うために管理会計システムを導入し、既存のシステムとの
インターフェースの開発依頼を行った。

地域医療における病院機能の高度 病院の再整備を検討する。 ・ 病院再整備計画を見直し、コンセプトを確立した。
化及び総合的な患者サービスの向 ・ 病院長は文部科学省内に設置された「国立大学附属病院におけるPFI推進
上と患者アメニティの改善に対応 のための調査」有識者会議のメンバーとして積極的に参加し、PFI手法によ
するための病院再整備を計画的に る整備を検討した。償還確実性についても検討した。
推進する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標
６）患者が安心して治療を受けられる施設の確立

医療事故ゼロを目指す。中
期

病院機能評価システムの充実を図る。目
標

積極的な情報の公開に努める。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

医師、看護師、コ・メディカルス 医師およびコ・メデイカルスタッ ・ 診療録管理委員会発足により、指導医の責任体制を整備し、兼業につい
タッフの責任体制を明確にする。 フの業務を明文化するとともにス てルール作りをした。

タッフ間のミーテイング等により ・ 看護部は研修医と採血業務についての枠組みを明文化した。
意思疎通の向上を図り、問題点を ・ 臨床研修センターは研修医の意見を取り入れ、問題点を指導医及び看護
把握し改善を図る。 部に提示し、改善を依頼した。

医療安全管理室の業務の整備及び 医療安全管理委員会を再編し、医 ・ 各診療科長が医療安全管理委員となり、マニュアルを見直し、医療事故
充実を図る。 療事故防止マニュアルを改訂す 発生時の事故対応チャートを改訂した。

る。 ・ 薬剤部の調剤ミス防止に努力し、効果を得た。

事例に基づく医療事故についての ・ 医療事故関連講演会を3回実施した（計430名参加 。）
講演会を行う。 ・ 院内巡回(２回/月)し、リスクマネージャー会議は隔月実施した。

インシデントレポートの充実及び インシデントレポートの報告方法 ・ 現在は紙上で実施している転倒アセスメントシートのIT化に向けてシス
、 。フィードバックシステムの充実を のIT化を検討する。 テムを構築するため 転倒WGが医療情報部の協力の下に検討を進めている

図る。
、 、ヒヤリ・ハットの頻度からみた医 ・ インシデントの内容は注射・点滴578件(31%) 転倒・転落519件(27%)で

療事故防止の重点的検討を行う。 15年度の注射点滴658件、転倒転落527件より減少した。
・ 注射点滴の問題把握に努め、指示書の記入の徹底 「指示変更」のスタ、
ンプ印を配布した。

・ 転倒・転落についてアセスメントツールを作成した。
・ 事故調査委員会（２回 、事例検討委員会（２回）を開催し、事故対応を）
迅速化した。

患者による評価を含めた外部評価 患者および医療現場の職員による ・ 携帯電話、ワープロ等の使用を規制緩和した。
を積極的に受審する。 アンケート調査を用いた院内の問 ・ 床の薄汚れ、繁った雑草、外来の長椅子の破れ等を整備するなど、アン

題点を把握し、改善を図る。 ケートに対応した。
・ 見やすいトイレ表示、院内案内表示の改善、内視鏡待合室の改善、外来
棟の植木の増加などを実施した。

近隣の病院間の相互チェック体制 ・ 県西部浜松医療センター医療安全管理委員会とカルテの書き方について
を確立し、相互の連携による病院 相互監査を行った。双方とも指摘されたことについて改善し、毎年行うこ
機能の向上を図る。 ととした。

・ 高知大学病院と相互チェックを実施した。また、先方が先行している電
子カルテ導入について情報を収集した。

、 。 、各種疾患及び健康に関する医療情 ホームページを通じて各診療科、 ・ コンペにより業者を決定し 大学のホームページを改訂した 各診療科
報を提供する。 医師等の専門分野についての情報 医師等の専門分野についての情報を入力中である。

取得を容易にし、各種医療情報の
提供に努める。

、 。カルテ開示を日常診療に導入す 日常診療におけるインフォームド ・ 診療録管理委員会の業務として カルテの書き方を監査・指導している
る。 コンセントの充実を図り、手術記 診断・検査・治療方針等について同意書を院内統一し、２枚綴りのうち１

録、抗がん剤の使用等についての 枚は必ず本人あるいは家族に渡している。
各種情報、切除標本の写真等の開
示を推進する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

○ 特色ある取り組みと様々な工夫
③ 大学院教育の充実
1)大学院修士課程(1) 教育の質の向上

① 基礎的知識・技術の習得及び問題解決能力と自学自習の態度・習慣の育成 ・ 修士課程に専門看護師養成コース（クリティカルケア）を設置し、従来の研究重
・ 医学科においては、平成15年度後学期から臨床実習前専門教育に導入したPBLチュ 視に加え、高度専門職業人養成の体制を整えた。

、 。ートリアル教育（14のユニットで構成）を学年進行にしたがって推進しつつ、内容 ・ ２回の入学説明会の実施 ホームページの新設など修士課程のPRの充実に努めた
の充実した、かつ本学の教員規模等に合った｢浜松医大方式｣のPBLチュートリアル教 また社会人が修学しやすい環境とするため、長期履修制度を導入した。
育の構築を目指して、講義・実習とPBLの適切なバランスや望ましいユニット構成等 ・ これらの措置により 平成15年度13名であった入学志願者を平成16年度23名 77％増､、 （
の検討を行った。 23名合格）とした。なお、このうち12名が長期履修を希望している。
・ 本学のPBLチュートリアル教育の特色の１つは、基礎医学教育にPBLを導入したこ 2)大学院博士課程
とである。基礎医学教育におけるPBLのあり方は諸外国を含めて未だ確立されていな ・ 平成16年度に博士課程を改組し、先端的研究課題に取り組む姿勢を明確にした。
いので、適切な基礎医学のPBLの形態を重点的に議論し、平成16年度入学生からカリ ・ 風通しの良い学内の研究環境の構築を目的として平成16年度に学内研究発表会を
キュラムを改正し、解剖学、分子基礎医学及び病理学各論を除く基礎・社会医学を 立ち上げ、これへの大学院生の参加を奨励した。なお、研究発表は12件（１回に２
１つの大ユニットで学ばせることにした。また、このユニットのPBL課題シナリオの 件発表）で、大学院生を含め、延べ209名の参加者があった。また、平成16年度から
半分を委員会で担当し、基礎医学に適した課題シナリオを検討することとした。 開始された大学院生の科学研究費への応募を奨励し、博士課程学生24名が応募（８
・課題シナリオの質の向上のため、全課題シナリオを委員会で精査し、更に委員会委 名が採択）した。
員１名が相談役となって個々の課題シナリオを推敲するシステムを構築した。
・ グループ討論による学習を極力推奨し、かつ、ユニット毎に学生のグループ分け ④ 高等学校との積極的な連携
を変えることにより、学生のコミュニケーション能力の育成に努めた。 大学説明会（約400人が参加、なお平成15年度約300人が参加 、高校生への専門基）
・ 看護学科においても、グループワークによる課題解決型学習を多く取り入れた平 礎科目の授業開放（13高校124人が参加、なお平成15年度は99名が参加 、出張授業）
成15年度導入の新カリキュラムを、学年進行にしたがって推進した。かつ、教務委 （県内の６校で実施、なお平成15年度１校で実施 、本学を訪問した高校に対する大）
員会看護学教育検討部会においてこの新カリキュラムの検証を開始した。 学概要説明、授業参加、当該高校出身の本学学生との懇談等を積極的に企画、実施
・臨地実習の効果的な実施と附属病院看護部と看護学科の連携強化のため、合同勉強 した。これにより、医学科の県内出身入学者を平成16年度37.9％、平成17年度32.3％
会を立ち上げ平成16年度内に合同講演会あるいは勉強会を４回開催した。合わせて、 （平成15年度27.4％）とし、全国トップレベルの水準を維持し、県内医師確保のた
看護実践能力の卒業時到達水準の目標とそれに合わせた臨地実習の在り方の検討を めの基礎となる県内出身者を確保した。
開始した。

⑤ 学生の海外派遣及び国際交流の充実
② 人間性・倫理性の養成： ・ これまでの韓国１校、中国３校、ドイツ１校の５大学に加え、バングラディシュ
・ 多職種間教育：入学者全員が医療職をめざすという医科大学の特性を生かし､医学 の３大学、ポーランドの１大学、中国の１大学の５大学と新たに学術交流協定を締
科と看護学科の学生が共に学ぶ多職種間教育を取り入れていることが本学の特色の 結した。平成16年度には、これらの外国の学術交流協定校への５名を含め９名の学
一つである。新入生オリエンテーション（1泊２日）では 「医療の現場における倫 生を海外派遣（医学科学生の短期臨床実習）し、その単位を認定した。、
理」に関するテーマについて、医学科と看護学科合同の少人数討論を主体とした学 ・ 学生の自主的な国際交流を推進するため、学生の国際医学生連盟日本支部（IFMSA
習を行うことにより、また、１，２年次で実施する教養科目は原則として医学科と -Japan）への団体加入を支援するとともに、IFMSAの交換留学制度による短期留学生
看護学科の合同授業として、相互の人間的な接触の機会を多く設け、各々の役割や を学術交流協定に基づき受け入れる特別聴講学生と同様に取り扱うよう学則を改正
考え方を学び理解できるよう努めている。 し、これに基づきポルトガルから１名の臨床実習交換留学生を受け入れた。
・ 医療倫理教育：本学の医療倫理教育では、入学直後の福祉施設体験学習および新 ・ 外国人留学生に対する経済的援助のため、公募型の奨学金に加え、本学独自の奨
入生合宿研修に始まり、６(4) 年間を通じ継続的に医療倫理を学習する機会を設け 学金により９名の外国人留学生に444万円の奨学金を支給した。これにより外国人留
る試みを行っている。このため、医学科ではPBLチュートリアル教育の課題シナリオ 学生全員の奨学金を確保した。
に医療倫理的問題や行動的問題を加えるべく努め、また従来から行っている「医学 ・ 外国人研究者、留学生が、国際交流会館以外に大学の職員宿舎にも入居できるよ
概論Ⅰ 健康と疾病 疾病予防 医療制度等についての総括的学習 医学概論Ⅱ う規則を改正し、平成16年度には外国人研究者２名、留学生２名を入居させた。」（ 、 、 ）、「 」
（外来患者体験学習と看護職体験学習が主体 、に加えて、生命倫理、医療における ・ 上記の措置により、平成15年度まで４名程度であった大学院博士課程留学生（入）
安全性と危機管理 個人情報管理と情報公開等についてPBL形式で学ぶ 医学概論Ⅲ 学者）を平成16年度８名、平成17年度９名とした。また平成16年度に17名の客員研、 「 」
を新に第４年次生のカリキュラムに設けた。 究員を外国の大学から受け入れた。
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（３）医療の質の向上⑥ 図書館の電子ジャーナルの維持・促進
・ 社会が高度化・情報化し、インターネットの普及もあいまって図書館に対して高 医療に関しては､財務・病院担当理事が病院長を兼務し、病院の経営は「病院運営
度で多様なサービスが求められている。特に電子ジャーナルによる情報の収集は教 企画室」を中心に行うことにした。特色ある取り組みとして、①意識改革、②病病
育・研究活動の質の向上・維持にとって必須である。外国雑誌の冊子体及び電子ジ ・病診連携の強化による地域医療への貢献がある。
ャーナルが高騰し継続が極めて困難な状況であったが、教育・研究の質の向上・維
持のために大学経費の節約及び図書館資料を詳細に検討・整理して電子ジャーナル ①意識改革
2,600タイトルを維持した。 １）病院経営について

ａ．病院長が下記の辻説法や説明会等を実施した結果、個人個人が経営に参加す
るという意識が高まった。（２）研究の質の向上

研究に関しては、研究担当副学長を新たに任命し、研究推進企画室の室長として、研 ・薬剤部、検査部、材料部、手術部等の各部署の全職員とそれぞれ懇談会を開
究方針や研究関連の学内課題の検討、企画立案に当たらせ、研究全般を推進することと き、無駄・浪費・節約に関する提案をしてもらい(ボトムアップ)、多くのこ
した。 とを取り上げ、経費削減に多大な貢献をした。
① 研究目標の設定 ・経営について透明性を高めるために、具体的数字を示し、医師、研修医、事
１）大学は自由な研究が保障されているという意識が広がっている中で、特色ある自 務職員等に説明した。
発的な研究を大きく束ねるために、広く興味を引く研究目標を３つ設定した。すな ・月２回の看護部師長会議に参加し、問題点の発掘に努め、経営に関わる全て
わち､「光の医学応用 「遺伝子、分子レベルでの疾病の解析 「細胞、組織、臓器 のことを解説してコスト意識を高めた。」 」
の移植・再生の推進」である。 ・医員・研修医・大学院生に対して年２回の状況説明会を開き、効率性、コス

２）従前より自然に形成されていた、PET関連の研究者グループを組織化し 「分子イ ト意識、労務管理について理解と協力を要請した。、
メージングによる脳研究と創薬支援研究」の目標を設定した。 ｂ．中央診療部の組織、規程をすべて見直し、法人化による改革意識を高めた。

．「 」 （ ） 、３）国立大学法人としては、唯一の探索的臨床研究施設を有効に活用し、その研究成 ｃ 病院運営企画室 が病院経営の予算 人事を含む 全ての企画・立案を行い
果を高め、県内で進められている創薬事業への同調を図るために 「新薬の臨床試 物流管理等の一本化を図り周知徹底させた。、
験推進」を目標とした。 ｄ．すべての部署、委員会のシステムを見直し、再構築を図った。

ｅ．DPCにおけるクリニカルパス推進、DPCに関する講演会を開き(２回)、適応症
② 講座を越えたグループによる研究の高度化 例の増加（対前年度325症例増）を図った。
１）多数の講座から研究者が集まることにより、研究の推進力を高めた。講座を越え ｆ．診療録管理委員会、保険診療委員会の業務内容を見直し、カルテの記載につ
たグループから出されたプロジェクト案を審査して学内のプロジェクト用の経費を いての教育、医師と医療事務との連携、レセプトに必要な事項の記載、個人情
傾斜配分した。 報の管理等について周知徹底し、カルテ記載におけるコスト意識を高めた。
２）研究をより活性化するため、光の医学応用研究に優れた実績を持つ、浜松ホトニ ｇ．病院長の病院予算の執行責任を明確化し、病院管理室の意見、分析を参考に
クス(株)との包括的提携の取り組みも進め、より盛んな研究交流を目指した。 運営した。
３）特別教育研究経費のような予算の獲得のためのグループを組織化し、計画立案を
した。結果として、光イメージングによる血管内観察とフォトアクティブドラッグ ２）環境改善について
による創薬連携の２件が文部科学省の採用するところとなった。 ａ．モデルとなる病院の見学(６病院・８回)
４）該当講座等との話し合いをもち、構成員が納得できる無理のない変更を目指し ｂ．院内広報「さわやか通信」で意見交換
た。経費とスペースの配分について配慮した。特に、将来の発展性がある方向を ・月２回発行し、その中で、挨拶をしようという呼びかけ、各部署の業務内容
提示した。 の紹介、経営に関する有効なポイント紹介等
５）研究に関する学内発表会を行い、講座を越えて、他の研究者の研究を理解でき ・職員のボランティアによる病院玄関前と周辺の草刈を計画し、園芸クラブを
るようにした。 作り古い温室を有効利用して各病棟に花を飾り・戻して育てリサイクルす
６）個々の研究者の研究時間の増加を目指して、委員会等を統合化して総数を減ら る等の活動を実施
し、重複をしないような委員の選び方をした。 ｃ．法人化後、種々の改善が適切に行われ、下記のとおりアメニティが飛躍的に

改善され、職員の環境改善に対する意識が高まった。
・電動ベッドの購入
・外来長椅子新装・院内緑化・待合室の整備
・労働安全衛生法に基づく環境整備
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②病病・病診連携の強化による地域医療への貢献
１）平成16年７月から開放型病院共同診療導入について検討を始め、浜松市医師会
と連携し「手引書」を整備した。県西部７地域の医師会及び浜松市・浜北市医
師会の理事会並びに総会において説明し、平成17年４月１日に正式な共同診療
施設として承認され、各医師会、歯科医師会と契約を締結した。大学病院の開
放型病院共同診療導入は全国で３番目である。

２）副病院長が浜松市医師会理事に選任され、院内に地域連携室を設置し、病病
・病診連携の強化と地域貢献の基礎ができた。地域連携室では、事前予約の所
要時間は１分以内となった。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標
（１）効率的な組織運営に関する基本方針

全学的視点に立った機動的・効率的な組織運営体制を整備する。中
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

学長のリーダーシップの強化を図 研究・社会貢献担当の副学長を設 Ⅲ ・ 平成16年４月１日付けで寺川教授を副学長に任命し 「研究推、
るため、副学長を設置する。 置し、COE等の研究や産学連携の 進企画室」を運営させ、研究推進及び産学連携推進に関する事業

推進を図る。 計画を策定し実施した。

情報・広報担当の副学長を設置 Ⅲ ・ 平成16年４月１日付けで筒井教授を副学長に任命し 「情報・、
し、学内の情報化の推進を図る。 広報企画室」を運営させ、学内の情報化及び広報に関する事業計

画を策定し実施した。

総務担当の副学長を設置し、危機 Ⅲ ・ 平成16年４月１日付けで山田事務局長を副学長に任命し 「総、
管理体制の整備を図る。 務企画室」を運営させ、防災体制の見直し、整備を図った。

迅速・円滑な大学運営が可能とな 大学経営の改善充実を図るための Ⅲ ・ 平成16年4月1日に理事または副学長を室長とする７つの企画室
るよう、企画・調査・立案をする 「経営企画室 、研究及び産学連 を発足させた。各企画室のスタッフは、教員及び事務職員で構成」
ための企画室を設置し、教員と事 携の推進を図るための「研究推進 し、室長の主宰により適宜会議を開催し、所掌する業務について
務職員等が一体となった業務運営 企画室 、教育の改善充実を図る 企画・立案・実施した。」
を行う。 ための「教育企画室 、評価改善」

及び適正な人事労務管理を図るた （活動状況）
」 「 」 、 、 、めの「調査・労務企画室 、情報 ・ 経営企画室 は５回開催し 概算要求 大学の予算案の立案

化の推進を図るための「情報・広 施設マネジメント、自己収入の増加方策及び経費削減方策等を計
」 。 、報企画室 、病院のマネージメン 画・実施した 財務会計システムをカスタマイズすることにより

トの推進を図るための「病院運営 ７つの企画室毎の予算の効率的な執行計画の確立に努めた。
企画室 、円滑な大学運営を図る ・ 「研究推進企画室」は11回開催し、研究関係予算の執行計画、」
ための 総務企画室 を設置する 特別教育研究経費の概算要求、知的財産の確保、外部資金の確保「 」 。

等について検討した。
・ 「教育企画室」は９回開催し、医学科及び看護学科新カリキュ
ラムの実施と検証、教育・学生関係予算の立案、国際交流事業等
について検討した。

・ 「調査・労務企画室」は11回開催し、自己点検・評価、任期付
教員の再任基準、安全衛生管理等について検討した。

・ 「情報・広報企画室」は９回開催し、情報基盤の整備、ホーム
ページ更新、個人情報保護法、大学情報データベース構築等につ
いて検討した。

・ 「病院運営企画室」は19回開催し、病院予算の立案及び執行、
全ての内規及び診療組織の見直し、経費の効率的運用、地域連携
推進等について検討した。
「 」 、 、 、・ 総務企画室 は16回開催し 防災体制 マニュアルの見直し
災害対策本部の整備、事務局業務分析等を検討した。また、役員
会、経営協議会及び教育研究評議会の運営をサポートした。

各企画室の連絡調整のための「総 Ⅲ ・ 平成16年４月１日に、学長及び各企画室長で構成する総合企画
合企画会議」を設置する。 会議を発足させた。年間７回開催し、年度計画、事業計画、概算

要求等について、意見調整を行った。

ウェイト小計

浜松医科大学
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
２ 教育研究組織の見直しに関する目標
（１）教育研究組織の編成・見直しに関する基本方針

教育研究の成果を評価するシステムを導入し、組織の見直しに反映する。中
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

教育研究組織について、教育・研 教育企画室、研究推進企画室、病 Ⅲ ・ 各企画室と連携し、教員の業績評価を行うための基礎資料とな
究・診療別に評価を実施する。 院運営企画室及び調査・労務企画 るデータベースの５分野（教育、研究、診療、社会貢献、管理運

室を設置し、教育、研究及び診療 営）の調査項目表（案）及び個人評価指針（案）を作成した。
について評価方法・項目等につい
て検討する。

学部の講座編成の見直し及び大学 学部の講座の改組を行う。 Ⅲ ・ 従来医学科と別組織であった一般教育等を大講座化の上、医学
院の充実を図る。 科の「総合人間科学」講座とし、また医学科の解剖学２講座を１

講座に、衛生学、公衆衛生学の２講座を「健康社会医学」１講座
に平成17年度から改組することを決定し、組織の一体化及び合理
化を図ることとした。

大学院博士課程の専攻を改組す Ⅲ ・ 平成16年度に、大学院博士課程を従来の形態系、生理系、生化
る。 系、生態系の４系から光先端医学、高次機能医学、病態医学、予

防・防御医学の４専攻に改組し、現在の先端的研究課題に取り組
む姿勢を明確にした。

、 、教育及び研究に関わる診療組織の 診療との関連を配慮しつつ、附属 Ⅲ ・ 病院の診療科長会議等において 附属病院における教育に関し
見直しを図る。 病院における教育及び研究の在り ６年次臨床実習の必修化に関する問題、個人情報保護と臨床実習

方を検討する。 生の指導、共用試験の評価方法等について協議した。

ウェイト小計

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標
（１）戦略的・効果的な人的資源の活用に関する基本方針

教員人事の流動性と教員構成の多様化を推進し、教育・研究・診療の活性化と質の向上を図る。中
期
目

職員の専門性等の向上を図る。標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

全学的に教員任期制の導入を一層 任期制教員の再任等の資格や基準 Ⅲ ・ 助手の配置基準を策定し、流動性を促進するとともに全学的に
推進する。 を整備し、明確にする。 助手の任期制を導入した。また、浜松医科大学教員再任規程（平

成16年10月14日規程第53号）等を制定し、任期満了となる教員の
再任審査を実施した。

人件費の効率的運用を図る。 教員ポスト及び人件費の効率的運 Ⅲ ・ 本学教員の出身学部、学位、性別、年齢等の多様性について調
用を図るため、教員構成を調査す 査した。
る。

職務の能力開発や専門性の向上に 職員の研修制度の整備をするた Ⅲ ・ 研修の実態について調査し、教員以外の職員にも学外研修制度

浜松医科大学
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資するための研修機会の充実を図 め、運用の実態について調査を行 を適用する「浜松医科大学の一般職員の研修に関する細則（平成
る。 う。 16年10月14日細則第29号 」を制定した。）

ウェイト小計

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標
（１）事務処理の効率化・合理化に関する基本方針

各種事務の集中化・電算化等により、事務処理の簡素化・迅速化を図る。中
期

事務組織・職員配置の再編、合理化を進める。目
標

事務職員の専門性の向上を図る。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

電算システムを計画的に導入し、 管理会計システムを導入する。 Ⅲ ・ 管理会計システムのインストール及び環境設定を終え、一部の
業務の迅速化・効率化を図る。 マスタ登録が終了した。

物流管理システムを拡充する。 Ⅲ ・ レントゲンフィルムを新たに対象物品に加えるとともに、病棟
に端末機であるパソコンを整備した。

事務組織及び事務分掌を見直し、 人事課を設置し、人事労務業務 Ⅲ ・ 人事課の設置により、労働基準法、労働安全衛生法への切り替
事務の一層の効率化・合理化を図 の責任体制の明確化を図る。 えがスムーズにできた。また、労使間の話し合いと調整を行い良
る。 好な関係である。

病院管理室を設置し、病院会計 Ⅲ ・ 病院管理室の設置により、契約、調達、執行、医療情報、経営
の明確化を図る。 分析、病院統計が一つに集約され、円滑な病院経営が行われた。

外部委託の効率的活用により、一 すでに実施している外部委託も Ⅲ ・ 事務局各課・係の業務の実態調査を行い、外部委託可能な業務
層の事務合理化を図る。 含めて業務の見直しを行い、外 を抽出した。

。部委託の適否について検討する

業務に関する専門的な知識を習得 本中期計画期間中に実施する事 Ⅲ ・ ６年間の事務系職員の研修計画を策定し、セクシャル・ハラス
させるため、計画的に研修機会等 務職員の研修計画を策定し、計 メント相談員講習会や接遇研修等の平成16年度の研修を計画どお
の充実を図る。 画的に実施する。 り実施した。

ウェイト小計

ウェイト総計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

○ 特色ある取り組みと様々な工夫 （６）業務の効率化と適切な人員配置
①人事課を設置し、適切な労務管理を行った。また、附属病院の予算執行、物流

、 、 。（１）学長の補佐体制 管理 経営分析を一元化に行うための病院管理室を設置し 成果を上げている
民間企業の経営者を経営・産学連携担当の理事（非常勤）として参画させて、 ②法人化後の業務処理が円滑に実施されているか、また、効率的・合理的な業務
民間の経営手法を大学運営に反映させている。また、学長の補佐体制を強化する 処理の在り方を検討するため、事務局・各課各係の業務の実態調査を行った。
ため、副学長制度を設け、研究・社会貢献担当、情報・広報担当及び総務担当の 平成17年度は、職員のヒアリング等により、詳細な業務分析を行い、人員の再
３名の副学長を任命し、うち１名は事務局長を充てている。 配置、事務組織の再編等を検討することとしている。

③助手の配置基準を策定し、流動性を促進するとともに全学的に助手の任期制を
導入した。（２）企画室による大学運営

理事及び副学長に大学運営の重要なテーマを分担させ、そのテーマ毎に企画室
を設置している。現在 「経営 「研究推進 「教育 「調査・労務 「情報・、 」、 」、 」、 」、
広報 「病院運営 「総務」の７つの企画室が活動している。企画室は、理事又」、 」、
は副学長を室長とし、教員及び事務職員をスタッフとして、お互いにイコール・
パートナーシップの関係で議論している。各企画室では、分担しているテーマに
関して企画立案を行い、教育研究評議会や経営協議会、更には役員会に提案して
いる。

（３）予算及び業務の執行体制
従来の予算科目に捉われることなく、法人のニーズに応じた予算執行が可能と
なったことにより、予算編成単位をそれぞれの企画室毎とし、各室長に予算執行
責任を持たせた。具体的には、各企画室からの事業計画を学長・財務担当理事に
よりヒアリングを行い、承認された事業計画に基づき各企画室は事業を実施する
とともに予算を執行することとした。このことにより、予算の適正執行が可能と
なるとともに職員にコスト意識を醸成することができた。また、従来各種委員会

、 。で検討していた事項を企画室において検討することとし 委員会の削減を図った

（４）教育研究組織としての講座等の改組
一般教育等の13学科目をまとめて医学部基礎系所属の大講座「総合人間科学講
座」とした。これによって教育面では、知識伝達型の教育や入門型の教育ではな
く、専門分野の枠を超えた共通に求められる知識や思考法の獲得､人間としての
在り方や生き方に関する洞察力を養うことを教育する組織となった。また、研究
面では､総合的に人間について研究して医学部に特化した研究組織となり、大学
院の研究指導に携わるものとなった。解剖学の２講座の統合､衛生学講座と公衆
衛生学講座の統合を行った。これにより、広範囲な教育形態を系統的に効率よく
指導できる体制となった。
新しい講座は､将来構想に基づく講座（ などの画像解析分野及び光感受性PET
物質の創薬分野等）を設置することにしている。

（５）大学院博士課程の改組
医学研究の学際化の急速な進歩に対応するとともに、本学の特徴である光先端
医学を他関連領域と有機的に連携させ、教育研究内容をより明確化、重点化する
ため、形態系、生理系、生化系、生態系の４専攻を光先端医学、高次機能医学、
病態医学、予防・防御医学の４専攻に改組した。
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

科学研究費補助金など外部研究資金、その他の自己収入の増加を図る。中
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

研究推進企画室を設置し、科学研 研究推進企画室において、科学研 Ⅳ ・ 科学研究費補助金の応募資格の見直しを行い、申請者の増加を
究費補助金、奨学寄附金、受託研 究費補助金、奨学寄付金、委託研 図った。また、奨学寄付金、委託研究費及び共同研究など外部資
究費、共同研究など外部資金の増 究費及び共同研究など外部資金を 金の増加を図るための方策として、学内ホームページに受入制度
加を図る。 増加を図るための方策を検討す や受入手続き等に関する内容を掲載する準備を行なった。また、

る。 浜松ホトニクス㈱との包括契約提携の準備を進めた。
さらに科学研究費補助金については、平成16年10月に学内説明

会を開催し、理事(財務担当)、副学長（研究・社会貢献担当）か
ら研究計画調書の作成に関する注意点など、応募申請のアドバイ
スを中心とした説明を行い、応募件数の増加を促した結果、新規

、 、申請件数は300件となり 応募資格の見直しによる増加分も含み
前年度の217件を大幅に上回った。

自己資産の活用により自己収入の 自己資産の活用により自己収入の Ⅲ ・ 平成16年４月より、外来駐車場・職員駐車場の駐車料金を大学
増加を図る。 増加を図る。 法人の自己収入とし、約52,900千円の収入を得た。

また、職員宿舎の使用者の範囲拡大（研修医等への貸与）によ
り、入居率が77％（平成16年３月）から88％（平成17年３月）に
向上（11％増）し、約3,700千円の増収を図った。

知的財産の権利化を促進し、特許 特許収入の獲得を図るための方策 Ⅲ ・ 知財活用推進本部会議を立ち上げ、従来は個人帰属が主であっ
収入の獲得を目指す。 を検討する。 た発明等の職務発明規程を整備し、職員の発明は原則機関帰属と

して、大学の財産としての管理体制を構築し、特許収入の獲得を
図ることとした。

・ JSTの特許調査員に本学特許相談員へ就任を依頼し、発明の発
掘や発明の評価などを実施して、知財管理体制の強化を図った。

・ 産学連携フェアの展示を増やし、大学の研究シーズを企業等に
アピールして、技術移転の推進を図った。

ウェイト小計

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
２ 経費の抑制に関する目標

管理的（固定的）経費の抑制を図る。中
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

事務等の効率化・合理化により、 経営企画室を設置し、予算の執行 Ⅲ ・ 平成16年4月に経営企画室を設置した。財務会計システムのカ
管理的経費の抑制に努める。 状況を常に把握する。 スタマイズにより、平成17年４月から各部署別の事業計画毎の予

算執行状況をリアルタイムに把握できるようにした。

職務内容を見直し、人件費の有効 Ⅲ ・ 事務組織の見直しにより平成16年４月に人事課を設置し、人事

浜松医科大学
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活用を促進する。 労務への対応、人件費の有効活用を図るべく体制の充実強化を行
った。また、部課長等による検討会議を設置し、人件費を含めた
管理的経費削減を目指して、外部委託が可能な業務について検討
した。

ペーパーレス化を推進するため検 Ⅲ ・ 部課長等による検討会議を設置し、ペーパーレス化が可能な業
討WGを設置する。 務について抽出を行った。

光熱水料の節約の啓発活動を推進 Ⅳ ・ 省エネルギー推進専門部会を設置し、節約について検討すると
する。 ともに、職員に対して啓発活動を行った。その結果、大学全体の

エネルギー使用量は昨年度と比較し、夏の猛暑による５％増の影
響が大ではあったが、年間として0.3％の増に留まった。
①省エネポスターの配布・掲示（年２回：夏季・冬季 、）
②昼休みの事務室内消灯、
③トイレの未使用時の消灯、
④冷房設定温度の変更（26℃→28℃ 、）
⑤暖房設定温度の変更（22℃→20℃ 、）
⑥節水バルブの設置（年間約3,000千円の節減見込 、）
⑦工業用水の契約方式の見直し（半年で約900千円の節減 、）
⑧各職域に「省エネルギー推進担当者」を配置

契約方法等の見直しを検討する。 Ⅳ ・ 各種契約の現状・課題を整理し、平成17年度契約について
複数年契約の実施（１件 、契約内容が類似している契約の）

（ ） 。 、 、統合 ２件 を行った なお 複数年契約・契約の統合により
年間約5,000千円の節減を図った。

費用効果を検討し、絶えず経費節 管理会計システムを導入し、費用 Ⅳ ・ 附属病院の管理会計システムを導入し、本稼動に向けてマスタ
減に努める。 効果を検討する。 整備、インタフェイスの構築等ソフト面について整備中である。

なお、附属病院においては部門別・診療科別の原価状況（医業
収益、診療費用）を分析すると共に医薬品の値引き交渉、医療材
料の見直し等を行い約113,000千円の節減を図った。

ウェイト小計

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
３ 資産の運用管理の改善に関する目標

経営的視野に立った本学の資産（土地、施設、設備等）の効率的・効果的な運用を図る。中
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

全学的な施設マネジメントを推進 施設管理システムの基礎として配 Ⅳ ・ 施設管理システムの基礎となる図面（配置図、平面図）をCAD
するため施設管理システムを構築 置図、実態調査平面図データのリ 化し、施設課内で必要となる建物毎の面積、建築年度、構造、耐
し、施設の効果的活用を図る。 ンク付けを行なう。 震指標、過去５年間の工事実績情報が閲覧できるシステム（マイ

クロソフトアクセス利用）を自前で構築した。

資産の危機管理対策を確立する。 金融資産の預金方法を検討する。 Ⅲ ・ ペイオフ解禁に伴う対策を検討し、預金額が全額保護される決
済用預金に変更した （平成17年３月）。

ウェイト小計

ウェイト総計

浜松医科大学
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浜松医科大学

Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

○ 特色ある取り組みと様々な工夫
（１）施設の有効利用による自己収入確保 （４）光熱水料の節約
① 駐車場の管理、駐車料金の徴収等について、法人化後は、法人が直接管理・運営 ① コージェネ（ガスエンジン常用発電機）の運転方法の見直し
することとし、平成16年度は約52,900千円の収入を得、老朽化した既存の駐車場整 コージェネの運転方法を空調負荷に応じた効率的な運転に変更して、10,11月
備及び環境整備（樹木の剪定、境界線周辺の下刈り等）を行った。 の運転時間を減少させた。その結果、10,11月の電気・ガス使用料は前年同月より
② 職員宿舎の入居資格の見直しを行い、非常勤職員（医員・研修医）及び留学 約1,900千円削減できた。
生等にも入居資格を拡大したことにより、入居率が77％（平成16年３月）から88％ ② 附属病院及びエネルギーセンターの節水対策
（平成17年3月）に上昇し（11％増 、約3,700千円増収した。 節水システム（節水バルブ）の導入により、年間約3,000千円の経費節減が見込ま）

れるため、平成17年１月末、院内全水道蛇口に節水システムを導入した。
③ 工業用水道の契約見直し（２）教育経費の効率的使用

教育に要する全ての経費について見直しを行い、これにより当初の予算内で、従 平成16年10月より１日の基準使用量を見直し、半年で約900千円を節減した。
来からの懸案であった一般教室の教育機器 ビデオプロジェクタ等 総額1,800千円 ④ コージェネシステムの冷却水系統の見直し（ 、 ）、
実験室の備品（顕微鏡、イス、総額3,676千円 、課外活動設備・備品（プール温水 コージェネシステムの冷却水系統に中間期及び冬季における水量に見合った小型）
シャワー、楽器類、ボート、総額4,000千円）及び学生食堂用備品（冷蔵庫、食器消 ポンプを平成17年３月に増設した。来年度は年間約1,200千円の節減が見込まれる。
毒保管庫、食器洗浄器等、総額2,651千円）の整備及び平成17年度に学生数の増加が
見込まれる大学院修士課程の教育機器の充実（総額2,095千円）を行った。

（３）病院の増収・経費削減
① 予定価格の見直し及び値引き交渉

すべての医療材料について、平成15年度以前の価格比10％以上値引きを目標と
し、薬剤は総荷重平均10%以上の値引きとした。
院内物流システムを見直し、物流委員会により認可を得たものを値引き交渉す

る方式を周知徹底した。
② 薬剤管理委員会の設置

「薬事委員会 ・ 薬剤連絡協議会」を統合して「薬剤管理委員会」とし、薬剤」「
、 、 。 、師と医師 看護師 事務部間のコミュニケーションを円滑にした 薬剤品目数を

内服薬は平成15年度に比べ906件から761件に、外用薬は342件から301件に、注射
液は654件から612件に縮減された。棚卸の円滑化、新薬導入のルール化を徹底で
きた。薬剤の値引き交渉によって、年間約55,720千円の経費削減を行った。

③ 病院管理室の設置
病院会計管理を一本化し、交渉・契約・発注等の横の連携が円滑になった。効

率的な人件費の削減(1,440千円)、医療材料の価格交渉(3,436千円削減)、一部包
括的契約により6,540千円削減した。

④ 非常勤職員の常勤化
非常勤の看護師を常勤化(約40名)、安定した2：1看護、夜間15：1看護が可能と

なった(34,440千円収入維持)。パート職員(６時間労働)と非常勤職員(８時間労働)の
数を見直し、効率的な雇用を推進した(約600千円削減)。

⑤ 経費と収入から見た雇用の推進
リハビリテーション部の理学療法士(PT)を１名増員し、患者増に対応した。

(10,070千円増収)
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
１ 評価の充実に関する目標

自己点検・評価及び第三者評価を厳正に実施するとともに評価結果を大学運営の改善に十分反映させる。中
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

評価担当の理事を室長とする専門 評価担当の理事を室長とする調査 Ⅲ ・ 評価担当の理事を室長とする調査・労務企画室に、評価を検討
の組織を設置し、自己点検・評価 ・労務企画室を中心として、自己 するWGを置き、自己点検評価、認証評価及び法人評価に関する６
体制を再編強化する。 点検・評価体制を検討する。 年間の評価実施計画を策定した。

自己点検・評価結果を大学運営に 調査・労務企画室において、学内 Ⅲ ・ 従来の評価指標に基づく自己点検・評価を実施し、平成15年度
反映させるシステムを構築する。 ファイリングシステムを利用した 研究活動一覧及び第６次自己点検評価報告書を発行するととも

自己点検・評価・改善の在り方に に、法人化後の評価に対応するデータベースの構築に向け、調査
ついて検討する。 項目を検討した。

教職員の教育・研究・診療等の業 調査・労務企画室において、教職 Ⅲ ・ 教員の業績評価を行うための基礎資料となるデータベースの５
（ 、 、 、 、 ） （ ）績を総合的に評価するシステムを 員の教育・研究・診療等の業績を 分野 教育 研究 診療 社会貢献 管理運営 の調査項目表 案

構築し、優れた教職員に対するイ 総合的に評価するシステムを検討 及び個人評価指針（案）を作成した。
ンセンティブを導入する。 する。

評価・改善を通常業務に組み入れ 各企画室において、評価・改善結 Ⅲ ・ 各企画室において、前年度に実施した業務の見直しを行い、合
たシステムを構築する。 果を業務の企画・実施に反映する 理化や集約化により主に次のような業務の改善を図った。

システムを検討する。 ① 平成16年４月１日に理事または副学長を室長とする７つの企
画室を発足させた。各企画室のスタッフは、教員及び事務職員
で構成し、室長の主宰により適宜会議を開催し、所掌する業務
について企画・立案・実施した。

② 平成16年度に、従来医学科と別組織であった一般教育等を大
講座化し、医学科の「総合人間科学講座」とし、また医学科の
「解剖学」２講座を１講座に 「衛生学 「公衆衛生学」の２、 」、
講座を「健康社会医学」１講座に改組することとした。

③ 教員の任期制を実施する過程で、業績の評価をして再任‐非
再任を決定することとし、その評価項目を決めた。研究論文の
数と質、社会貢献（産学連携）の内容などについて、細目を学
内規則として制定した。

④ 病院管理室、入院・外来医療事務室、医療サービス課の業務
の見直し、人の再配備を行った。管理会計システムは他のシス
テムとのインターフェースの開発依頼を行った。物流管理委員
会及び競争的契約、随意契約を見直した。

ウェイト小計

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
２ 情報公開等の推進に関する目標

教育研究活動の状況など大学運営に関する情報提供の充実を図る。中
期
目
標

浜松医科大学
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進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

広報誌、ホームページ等の点検・ 情報・広報担当の副学長を中心と Ⅲ ・ 学内広報誌の見直しを行った。大学学報、ニュースレターの内
見直しを行い、広報の在り方を検 した情報・広報企画室において、 容を見直し、大学の経営戦略の概要を明示した学長挨拶などを盛
討するとともに、学内外へ積極的 今後の大学広報の在り方について り込んだ。
に情報を提供する。 検討し、次年度以降に刊行する広 ・ 浜松医科大学一般教育紀要を冊子体から電子情報としてインタ

報誌の仕様を確定する。 ーネットで公表するように変えた。
また、年度内にホームページを改 ・ 大学ホームページの改正・刷新を行った。大学および病院の新
訂する。 しい情報がなるべくリアルタイムで見られるようにそれぞれのフ

ロントページを刷新し、各診療科目の案内は患者の側からみて分
かりやすいように内容の統一化、詳細化を図った。大学職員に対
しては、学内で行われている各企画室の戦略・遂行が分かるペー
ジを設け、大学運営の透明化、説明責任の促進を図った。

大学の知的情報、財務内容及び管 大学情報データベースを作成する Ⅲ ・ 大学情報データベースの構築に向けて、情報処理センターの学
理運営等に関する情報を一元的に ため、初年度に、大学の情報とし 内システムの更新契約の際に、大学情報データベースのシステム
把握し データベース化を促進し て収集すべき情報及び提供すべき 開発経費を予算化した。情報・広報企画室の指導のもとに「大学、 、
社会の求めに応じて情報を提供す 情報について検討し、その項目、 情報データベース構築部会」を設け、教員の教育・研究情報、大
る。 内容、収集・提供方策等について 学の組織情報に関する項目の洗い出し、整理、電子情報化への準

確定する。 備を行い素案を作成した。

卒後臨床研修生の確保のため、処 卒後臨床研修センターにおいて、 Ⅲ ・ 研修医確保のため、ホームページに『研修医だより 『指導医』、
遇や進路について、広報活動の推 ホームページやポスターにより、 からのひと言』のページを設けた 『研修医だより』のページに。
進を図る。 情報提供を実施する。 は15人の研修医の感想等を掲載した 『指導医からのひと言』の。

ページには４人の指導医からの指導方針等を掲載した。

ウェイト小計

ウェイト総計

浜松医科大学
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浜松医科大学

Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項

○ 特色ある取り組みと様々な工夫

（１）教員の業績評価

教育、研究、診療業務全般の活性化を図り、併せて教員の意識改革を求めるた

め、教員個人の業績や活動状況について点検・評価を導入することとした。

今年度は、調査・労務企画室において検討を重ねた結果、業績評価を行うため

の基礎資料となる教育、研究、診療、社会貢献及び管理運営の５分野における調

査項目表(案)及び個人評価指針(案)を計画どおり作成し、以降の計画に備えた。

主に講座別にまとめられていたこれまでのデータベースに加えて、教員個人を中

心としたデータベースを構築したことが特色ある取り組みである。

今後は、個人評価システムを構築し、優れた職員に対するインセンティブを与

え、これにより活力に満ちた大学運営を行うことを目標とした。

（２）大学情報データベースの構築

大学情報を電子情報として整理・統一し、データベースとして構築するため、情

報・広報企画室の下に各部門からメンバーを選出して「大学情報データベース構築

部会」を設け、今年度は大学情報データベースのための必要な項目の拠出・整理を

行った。

第１に教員の研究・教育活動情報の項目の整理、

第２に大学全体の組織情報の整理、

第３に大学評価に対応した項目の洗い出し、整理を行った。

（３）ホームページの改訂・刷新

大学の教育・研究の活性化、社会への説明責任を果たすため、利用者の情報収集

の容易さをテーマに絞り、サイトの構成・機能等を考慮すると同時に、今後の「情

報の鮮度」をいかに保つかという課題を踏まえて、改訂後のホームページの維持管

理体制についても見直しを行った。今回は、主に以下のとおり改訂し、今後の広報

活動の充実を図るものである。

① FLASH等動きのあるページを多用し、情報へのナビゲーション機能を充実した。

② 大学、病院のトップページにトピックス掲載欄を設け、同欄へ誰でも簡単に入力

が可能となるシステムを搭載し 「情報の鮮度」を容易に保つことを可能とした。、

③ サイト内検索機能を設け、浜松医科大学のサイト内にある様々なコンテンツを容
易に検索可能とした。

④ 産学連携推進、知的財産に係るコンテンツを新設した。
⑤ 学内専用ページの充実を図り、掲示板システム、各種会議議事録の掲載等、学内
における情報配信アイテムとしてより一層の活用を図ることとした。

⑥ 各診療科を標榜科名に変更すると同時に、診療科ホームページのデザイン統一化
を図り、患者に対する診療情報の見易さを向上した。

⑦ 英語のコンテンツの充実を図った。
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Ⅴ その他の業務運営に関する重要項目
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

施設整備に関する長期的な構想を策定し、計画的な施設整備・管理を行う。中
期

施設整備・管理にあたっては、バリアフリー、環境保全などの社会的要請に十分配慮する。目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

施設の利用状況等を点検し、教育 施設の利用状況等の点検方法につ Ⅲ ・ 従前のアンケート方式による点検フォーマットを実地調査方式
研究スペースの配分の適正化を図 いて見直しを行う。 （現場確認方式）のフォーマットに作成替えを行い、施設マネジ
る。 メント専門委員会で次年度以降実施することを決定した。

建物設備の機能性確保の点検を行 建物、設備の老朽状況を把握する Ⅲ ・ 建物、設備の老朽状況を把握するため、病院ゾーンについては
、 （ 、い、維持保全整備年次計画を作成 ため、定期的に施設パトロールを 10月に 学部ゾーン他については２月に施設パトロール 法規上

する。 実施する。 安全確保上、機能確保上の観点）を実施した。

建物、施設の要修繕個所情報を整 Ⅲ ・ ２回に亘る施設パトロールの結果を「施設パトロール結果のま
理し 概算補修費の算出を行なう とめ」として作成し、要修繕箇所及び概算金額を把握した。、 。

予想される東・南海地震に備え 建物の耐震診断結果に基づき耐震 Ⅳ ・ 各建物の構造耐震指標(Is値)、保有水平耐力に係る指標(CtuSD
て、学内の防災対策を点検する。 改修計画を作成する。 値)を基に耐震補強のための緊急度ランク付けを行い、建物耐震

改修計画書としてまとめ、緊急度の高い建物の予算を確保した。

、 、全学的な施設設備の防災点検項目 Ⅲ ・ 防災点検項目調べを行い 設備室及び主要設備を26分類し
の洗い出しを行う。 162項目の点検フォーマットを作成した。

施設設備計画にはユニバーサルデ 関連法規 ハートビル法 や患者 Ⅲ ・ 静岡県福祉のまちづくり条例による整備基準をもとに、キャン（ ） 、
ザインを導入し、人に優しいキャ 高齢者 障害者への対応を考慮し パス内の主要建物の現状を調査し報告書にまとめ、今後の改善事、 、
ンパスを目指す。 屋外環境を含め人に優しいキャン 項49項目の把握を行った。

パス作りの方策を検討する。

エネルギー消費量の把握及び分析 省エネルギーのための学内体制を Ⅳ ・ 施設マネジメント専門委員会のもとに省エネルギー推進専門部
による各エネルギー削減計画を策 構築する。 会要綱を制定（平成16年６月）し３回の専門部会を開催した。ま
定し、必要設備の改善に努める。 た各職域に省エネ推進のため省エネルギー推進担当者を選任（平

成16年12月）した。

「エネルギー使用の合理化に関す Ⅲ ・ 中期計画書及び定期報告書を作成し関東経済産業局と文部科学
る法律」に基づき、中長期計画書 省（主務大臣）に提出した （平成16年５月）。
を作成し関東経済産業局に提出す
る。

ウェイト小計

Ⅴ その他の業務運営に関する重要項目
２ 安全管理に関する目標

法人化に対応した安全管理体制の確立を図る。中
期
目
標

浜松医科大学
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進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

労働安全衛生法を踏まえた安全管 安全管理体制の徹底を図るため、 Ⅳ ・ 衛生管理者については、労働安全衛生法で必要な人員（４名）
理体制を整備する。 衛生管理者等が学内を巡視する。 を大きく上回る21名を選任して各職域を週１回きめ細かに巡視を

行い、職員の安全意識の向上を図った。衛生管理者が、作成した
巡視項目チェックリストに基づき月１回安全衛生委員会を開催し
問題点を洗い出し、改善に向けての対策を講ずるよう該当部署に
依頼した。今年度重点的に改善を依頼した事項として、棚等の固
定による耐震対策や避難経路の確保、薬品庫内の薬品類の区分・
固定、不要品の廃棄などが挙げられる。

（ 、学内施設等の安全対策の実施状況 労働安全衛生法に伴う環境測定及 Ⅲ ・ 労働安全衛生法に伴う環境測定 事務所：２ヶ月以内毎に１回
を点検し、整備に努める。 び設備の定期点検を実施し、その 放射線業務：１ヶ月以内毎に１回、有機溶剤及び特定化学物質：

結果に基づき改善計画を作成す ６ヶ月以内毎に１回）及び局所排気装置等定期点検（１年以内毎
る。 に１回）を実施し、その結果に基づき改善を行った。

ウェイト小計

Ⅴ その他の業務運営に関する重要項目
３ その他の目標
（１）教職員のモラルの向上に関する目標

教職員の服務規律を定め、行動規範の周知を図る。中
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

教職員の遵守すべきガイドライン 教職員の遵守すべきガイドライン Ⅲ ・ 全職員に「職員倫理規程に関するアンケ－ト」調査を実施し、
を策定し、周知徹底させる。 を作成するため、具体的事項につ その回答を取りまとめた。

いて整理する。

セクシャル・ハラスメント等の防 セクシャル・ハラスメント等の防 Ⅲ ・ セクシャル・ハラスメント相談員（10名）を配置し、相談員の
。 、止対策を充実させる。 止のための啓発活動を充実させ 講習会を実施するとともに学内３箇所に相談箱を設置した また

る。 セクシャル・ハラスメント防止のためのパンフレットを作成し、
全学生、全職員に配布し、啓発を行った。

ウェイト小計

Ⅴ その他の業務運営に関する重要項目
３ その他の目標
（２）その他の目標

ボランティアを導入して、地域社会との交流を図る。中
期
目
標

浜松医科大学
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浜松医科大学

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

ボランティアの受け入れに関し ボランティアの受け入れに関し Ⅲ ・ ボランティアの活動状況を調査し、全学的な計画及び指針を作
て、計画及び指針をまとめる。 て、活動状況を調査し、全学的な 成して広報活動の充実及び受入れ環境の整備等を図ることとし

計画及び指針を検討する。 た。

ウェイト小計

ウェイト総計
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浜松医科大学

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項の特記事項

③ 夏季における執務室での軽装（ノンネクタイ化）の励行について通知及び掲示を○ 特色ある取り組みと様々な工夫

（１）施設の有効活用 行い、職員、学生及び患者等学外者に周知・広報を実施

施設の有効活用、教育研究スペースの適正化の観点から、施設マネジメント専門 ④ 空調設定温度を冷房26℃から28℃に、暖房22℃から20℃に設定

委員会において、施設の利用状況をアンケート方式から実地調査方式（教員等で構 ⑤ 年間約10％の節水効果が見込めることから、附属病院及びエネルギーセンターに

成される委員と施設課職員による現場確認）を実施する体制とした。 節水システム（節水バルブ ）を平成17年１月末に導入の取り付け

⑥ コージェネシステムの冷却水系統に中間期及び冬季における水量に見合った小型

（２）安全管理体制の徹底 ポンプを平成17年３月に増設 (来年度は年間約107千ｋｗの節電が見込まれる)

評価・労務・安全管理担当理事を委員長とする安全衛生委員会を組織した。財務 ⑦ 各職域に省エネルギー推進担当者を配置し、各職域の省エネルギーについての意

・病院担当理事、産業医、安全衛生責任者、衛生管理者、施設課職員から構成され 識を高め、省エネルギーを徹底

。る11名の委員が職員の健康管理・安全確保のための管理体制について検討してきた

衛生管理者については、きめ細かく巡視点検するため法定必要人員（４名）を大

きく上回る21名を選任した。また、資格取得に対しては、研修会等への出席旅費等

を援助して人員の確保に努めた。衛生管理者に対しては、衛生工学衛生管理者が講

師となり、巡視に必要な知識の勉強会も随時行った。また、巡視項目チェックリス

トについては、衛生管理者を含めた拡大委員会において検討を重ね改良も行った。

衛生管理者は、週１回各職域をきめ細かに巡視して、問題点があれば改善指導を行

っている。また、評価・労務・安全管理担当理事、財務・病院担当理事も年数回巡

視に同行して直接問題箇所について指摘事項を確認した。

これらの結果については集約して、月１回開催する安全衛生委員会で意見交換を

行っている。講座、診療科等で改善できる問題点については、部署の責任者に検討

を依頼して、大学全体で取り組む問題点については、安全衛生管理センターを始め

関係部署と相談しながら改善するようにしている。監事には安全委員会の議事内容

を報告して、適宜助言を受けた。また、監事は巡視に立会う場合もあり、直接講座

等に管理方法を指導した｡

平成16年度は、職員及び学生に対して「安全衛生管理に関する講習会」を開催し､

105名の参加者があった 内容については 安全に関する職員の心構えについて 前。 、「 」（

「 」（ ）川監事)､ 衛生管理者の巡視結果とその対策について 安全衛生管理センター職員

などであり、安全衛生管理に関して職員及び学生の認識と喚起を促した。

（３）省エネルギー対策

大学の省エネルギーの推進・対策をするため、施設マネジメント専門委員会の下
に、省エネルギー推進専門部会を設置した。また、省エネルギーの意識改革と職員
の参画による推進活動を行うため、各職域に省エネルギー推進担当者を配置した。
この体制により、次のエネルギー推進事業を展開したところ、使用量は平成15年度
と比較して、夏季の猛暑による５％増の影響が大であったが、年間0.3％増に抑える
ことができた。

① 契約電力の超過が予測される場合の空調機の運転を停止する建物の順位の策定
② 省エネルギー推進ポスターの作成、配布及び掲示
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Ⅵ 予 算 （ 人 件 費 見 積 も り を 含 む 。 ） 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
１３億円 １３億円 該当なし

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等に 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れする より緊急に必要となる対策費として借り入れする
ことも想定される。 ことも想定される。

Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

医学部附属病院における基幹・環境整備及び病院特別 該当なし 該当なし
医療機械の整備に必要となる経費の長期借入れに伴い、
本学医学部附属病院の敷地及び建物について担保に供す
る。

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究及 決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究及 該当なし
び診療の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 び診療の質の向上及び組織運営の改善に充てる。
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Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金
（ ） （ ） （ ）小規模改修 192 192百万円 小規模改修 32 32百万円 小規模改修 32 32百万円

長期借入金 ・講義実習棟チュー 長期借入金
長期借入金 （ － ） トリアル教室等 （ － ）

（ － ） 国立大学財務・経営セン 改修 国立大学財務・経営セン
国立大学財務・経営セン ター施設費交付金 ター施設費交付金
ター施設費交付金 （ － ） （ － ）

（ － ）

（注１）金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要
な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等
を勘案した施設・設備の改修が追加されることもある。

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算し
ている。
なお、各事業年度の施設整備費補助金、国立大学財務・経営セ
ンター施設費交付金、長期借入金については、事業の進展等に

、 、より所要額の変動が予想されるため 具体的な金額については
各事業年度の予算編成過程等において決定される。

Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

人事に関する計画を策定し、適正な人事管理を行う。 ① 全学的に教員任期制の導入を一層推進する。 ① 全学的に助手の任期制を導入した。また、浜松医科大学教員再任規
② 職員の資質向上を図るための研修を充実させる。 程（平成16年10月14日規程第53号）等を制定し、任期満了となる教員
③ 多様な人材の確保を図る。 の再任審査を実施した。また、講師、助教授についても任期制の導入
④ 適正な人事管理を推進し、人件費の効率的運用を図る。 が進んだ。
（参考１）平成１６年度の常勤職員数 ８９０人（役員を除く） ② ６年間の事務職員の研修計画を策定し、セクシャル・ハラスメント

また、任期付職員数の見込を５２人とする。 相談員講習会や接遇研修等の平成16年度の研修を実施するとともに、
（参考２）平成１６年度の人件費総額見込み ７，９０５百万円（退職 外部機関が実施する研修にも積極的に参加した。

手当は除く） ③-1 事務系職員の採用は統一採用試験のほか、専門性の高い職種につ
いては独自に実施した。

③-2 他機関との人事交流等を行うとともに、本学教員の出身学部、学
位、性別、年齢等の多様性について調査した。

④ パート職員(6時間労働)と非常勤職員(8時間労働)の数を見直し、効
率的な雇用を推進した(約600千円削減)。また、収入見合いにより、リ
ハビリテーション部の理学療法士(PT)を１名増員し、患者増に対応し
た。(10,070千円増収)

（参考）

平成１６年度

（１） 常勤職員数 ８４６人
（２） 任期付職員数 ６３人
（３）① 人件費総額（退職手当を除く） ７，８５０百万円

② 経常収益に対する人件費の割合 ４５．０４％

③ 外部資金により手当した人件費を除い ７，７２６百万円
た人件費

④ 外部資金を除いた経常収益に対する上 ４５．２％
記③の割合

⑤ 標準的な常勤職員の週あたりの勤務時間 ４０時間００分
として規定されている時間数
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（ 、 ）別 表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(名) (名） （％）

医学部 医学科 ５９５ ６１０ １０２．５

看護学科 ２６０ ２６５ １０１．９

医学系研究科
修士課程 看護学専攻 ３２ ２８ ８７．５

博士課程 １２０ １２４ １０３．３

光先端医学専攻 ４４ ７

高次機能医学専攻 ２０ ８

病態医学専攻 ３２ １７

予防・防御医学専攻 ２４ ０

（形態系専攻） （４０） ２０

（生理系専攻） （２８） ３４

（生化系専攻） （２４） ２８

（生態系専攻） （２８） １０

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

１，００７ １，０２７ １０２．０

○ 計画の実施状況等

・ 医学科では、第２年次後期に５名の入学定員の編入学を行っている。
・ 看護学科では、第３年次に１０名の入学定員の編入学を行っている。
・ 大学院博士課程は、平成１６年4月から形態系専攻、生理系専攻、生化系専攻、生態系専攻の

学生募集を停止し、在学生の修了を待って廃止する。
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